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１ 基本的な事項 

（１） 最上町の概況 

 

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件 

 

（ア） 自然・地理的条件 

本町は山形県の東北部に位置し、北部は秋田県湯沢市、東部は宮城県大崎市など４市２町と隣接しており、

総面積は 330．37 ㎢で県内市町村では９番目の大きさにある。町の中央部は小国盆地と称される平坦地であ

るものの、四方は奥羽山脈に属する 1，000ｍ級の山岳や丘陵地帯のため、山林が町土の約 80％を占めてい

る。町全体はカルデラ状の地形をなし、土壌は岩石砕屑物や火山灰などの堆積物を母体とした灰色低地土・

グライ土・黒ボク土を主としている。小国盆地には、東西に一級河川である最上川水系の最上小国川が流れ、

最上小国川とその支流に沿うように集落が形成されている。宮城県との県境に位置する堺田地区には、全国

でも珍しいとされる集落内の平坦地に分水嶺（分水界）があり、水脈が西側は日本海に、東側は太平洋へ注い

でいる。 

本町の気象条件は厳しく、夏季にはオホーツク海に発生する高気圧の影響により低温と日照不足が続き、

この冷涼な気候がこれまでに幾度となく大冷害をもたらしてきた。冬季は多雪で北西からの季節風が強く、町

の全域が特別豪雪地帯に指定されている。また、近年では令和６年７月に発生した豪雨災害など、地球温暖

化による気象変動の影響を受けている。 

このように自然環境の厳しい条件下ではあるが、瀬見・赤倉両温泉に代表される豊富な温泉資源や清冽で

豊かな水資源に恵まれている。また四方を山々にさえぎられているため、かつては“小国郷”と呼ばれ、独立

した生活圏と文化圏を形成してきた。 

 

（イ） 歴史的条件 

月楯地区内より中石器時代初頭（紀元前 8,000 年頃）のものと考えられる石器が発見されている他、縄文時

代の遺跡も河川沿いに数多く確認されており、古くから人間が好んで住んできた豊かな土地柄であったと推

察される。 

幾多の変遷を経て戦国時代には最上氏の所領となるが、1622年(元和８年)の最上家改易にともない新庄藩

戸沢氏の所領となる。藩政後期の小国郷には 13の村があったが、後の明治22年の市町村制施行にともない

西小国村と東小国村の２村に統合され、昭和29年の町村合併促進法により最上町の誕生に至った。 

本町は、江戸の中頃から「小国駒」と呼ばれたる名馬の産地として栄えてきた歴史を有しており、俳聖・松尾

芭蕉がおくのほそ道紀行途上、堺田地区にある重要文化財旧有路家住宅“封人の家”に逗留した際に「蚤虱

馬の尿する枕もと」という句を残している。この句からは、一つの棟で馬と人とが寝起きを共にしていた当時の

様子をうかがい知ることができ、いかに馬が大切に扱われていたかが想像できる。 

 

（ウ） 社会的・経済的条件 

本町における就業構造の変遷を省みると、主な産業は、稲作を中心とした農業や林業、鉱山業であったが、

昭和 30 年代後半から鉱山が相次いで閉鎖され、また昭和 40 年代後半にはそれまでの農林業を中心にした

第一次産業から、第二次・第三次産業へと労働人口の流出が顕著化した。 

昭和50年代に入ると、弱電や縫製関連の女子型企業が進出するとともに、公共事業の増大に伴い建築・建
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設関連の事業所が急増するなど、本町の就労環境が大きく変貌し、前述の流出傾向に拍車がかかった。さら

に、第三次産業の主力である観光業においては、平成20年には年間観光客入込者数が延べ 89万人を超え

るなど、極めて就労力が高く本町の経済発展を支えた主要産業のひとつとなった。しかし、近年の長引く経済

低迷の影響はもとより、公共事業の減少、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の拡大による国内消費

力の低下等の逆風が町経済を直撃し、製造業と建設業、サービス業の業績不振が慢性化している。また、若

者層の就学等による社会減や加速度を増す少子高齢化の進行により、総人口の減少と比例し、生産年齢人

口も減少し、産業の活力が著しく低下してきていることも、産業構造面に対し大変深刻な影響を与えている。 

こうした現状課題から脱却するには、本町の基幹産業である農業を起点とした各産業との連携による産業

振興と担い手の育成・確保を推進していく必要がある。町の産業構造全体における抜本的な体質改善を図り

ながら、適切な就業構造への転換が求められている。 

 

イ 最上町における過疎の状況 

 

（ア） 人口等の動向 

本町の人口は、町制が施行された昭和 29年は 17,439人であり、その翌年の昭和 30年に最多人口となる

17,583 人を記録している。しかしそれ以降は減少に転じ、特に人口の流出に激しさを増したのは、昭和 30 年

代後半からの高度経済成長期であり、その終盤の昭和 50 年には 13,520 人とピーク時の４分の３にまで落ち

込んだ。その後は緩やかな減少であったが、平成に入り減少が加速化し、令和２年国勢調査時には 8,080 人

となっており、 昭和 50年との比較では 40％の減少となっている。 

自然増減においては、団塊の世代出生後は出生数が減少し、前年対比で微増する年はあるものの、平成７

年には死亡数が出生数を上回る自然減の時代に入った。社会増減においては、転出が転入を常に上回る転

出超過となっている。自然減、社会減が重なり、一層の人口減少局面へと進んでいる。 

地区別にみると、全体的に人口減少は進んでいるが、町の中心部である向町地区では、人口及び世帯数

が増加または、維持している時期がみられた。この状況は、中心地として生活基盤や子育て環境の整備が進

んでいることと、平成９年度から供用を開始した向町地区水下住宅団地（80 区画）の分譲や平成 29 年度から

は若者定住環境モデルタウン事業により整備した、分譲・建売・賃貸住宅を供用開始したことにより、中心部で

ある向町地域への人口集中が強まったものと考えられる。また、医療施設や特別養護老人施設も向町地区に

集中しており、その要因のひとつとなっていた。 

 

（イ） これまでの過疎対策 

 

① 過疎地域振興計画(昭和55年度～平成元年度)の対策 

この期間の過疎対策は、過疎地域振興特別措置法の制定により、約 13 億円を投資し、主要幹線道の整

備、冬期交通の確保、危険校舎の改築、農林漁業の振興、観光開発など地域の活性化を促す基盤となる

施設面を中心に計画的な事業展開を行った。 

交通通信体系の整備は、幹線道路の整備や、道路除雪機械導入により冬期交通の確保が図られた。ま

た、情報無線設備の設置事業により町内全地域へ一斉に各種情報伝達を行うための効率化がなされた。 

教育文化施設の整備では、危険校舎の改築や、町内４つの中学校を統合した最上中学校を整備し、昭

和 61 年度に開校となった。また、公民館や集会施設の整備も進み、生涯学習や地域活動を進める上での

素地づくりが行われた。 
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生活環境施設及び福祉施設など厚生施設の整備については、全国に先駆け、「健康と福祉のまちづくり」

の土台となる保健・福祉・医療・介護サービスを一体的に行う地域包括ケアの実現を目指し、関係施設の整

備の一環として、特別養護老人ホーム「紅梅荘」の増改築やソフト面での充実も図られた。また、水道普及

率が向上し、生活雑排水対策として合併浄化槽設置の奨励が行われるなど環境衛生面での対策や消防施

設の充実強化も計画的に行われた。くわえて、最上西公園内にスポーツ施設や簡易宿泊施設の設置を行

うなど公園環境整備が図られた。 

医療に関しては、町立病院の医療施設の整備を行い診療機能の充実を図るとともに、健康センターを院

内に設置し、予防から健康増進、治療、事後措置までを含んだ地域包括医療の体制づくりが行われた。 

産業の振興に関しては、農業分野において水利の確保やほ場整備などの米生産に係る基盤整備が進

むとともに、これまでの水稲中心の農業形態から畜産、花卉などとの複合経営が進められるなどの変化が

見られた。林業分野でも造林・育成などが実施され林道網の整備も図られた。観光分野では、赤倉温泉ス

キー場の施設整備が進み、さらに町内の新しい観光スポットとして前森高原の施設整備が「最上高原プラン」

に沿った開発・整備など、地場産業の振興を視野に入れ活発な施策が行われた。 

この期間の課題としては、生活環境分野である生活雑排水対策や医療分野の施設整備、産業分野の雇

用対策、地域活性化のための諸活動の推進があげられ、次の計画への重点項目として引き継がれている。 

 

② 過疎地域活性化計画(平成４年度～平成11年度)の対策 

平成２年に制定された過疎地域活性化特別措置法により、同２年度から翌３年度にかけて経過措置団体

として活性化計画を策定した。その後、再び平成４年４月１日から過疎地域としての指定を受けた経緯があ

る。この計画期間中は約22億円が過疎対策に投資された。 

このことにより、知的障害者更生施設「最上ふれあい学園」が設置される一方、交通通信体系の整備に関

しては、町道が計画的に整備されるとともに除雪機械も整備増強され、冬期間の交通はさらに改善された。   

また、町民の重要な交通機関である町営バスの車両購入が行われ、くわえて公立幼稚園が設置され、、

平成７年から幼稚園・保育所において、同一保育・同一カリキュラムの理念の元、「幼保一元化」に向けた取

り組みを行ってきたことで、幼児教育環境の向上が図られた。 

近年普及率が急激に高まっている移動通信サービス施設の整備については、移動通信用鉄塔施設の

整備が行われ、平成 10年より本町でも携帯電話などの使用が可能となった。 

教育文化施設の整備に関しては、町内の危険校舎の改築が全て完了し、同９年度には給食センターの

改築が行われるなど、良好な教育環境の整備が進んだ。また、公民館・集落施設の整備も全集落において

完了し、地域活動の拠点として活用されている。 

ウエルネスタウンもがみ整備事業を中心とした高齢者などの福祉施設・医療施設の整備に関しては、福

祉拠点のひとつとして、万騎の原地区に「ふれあいの里」の整備が完成した。また、本町はじまって以来の

大事業である保健・医療・福祉の拠点施設となるウエルネスプラザの整備にむけての町立病院の移転改築

及び健康センターなどの施設整備が完了し、今後は地域包括ケアシステムを推進する「ウエルネスタウン

構想」具現化のため充実したソフト事業の推進が求められた。 

生活環境の整備に関しては、合併処理浄化槽の設置奨励とあわせて農業集落排水整備が行われ、懸案

であった公共水域の水質改善が図られた。 

産業の振興では、農林漁業分野において、農業形態の変化にともない現状に沿った基盤整備が進めら

れるとともに、後継者対策なども実施。前森高原にはハム・アイスクリームなどの加工・販売をする農産物加

工施設・販売施設を整備し地場産業の振興を図った。 
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観光分野では、「前森高原エコアップ事業」として、前森高原観光施設として更なる機能強化を図り、町を

代表する自然体験型観光拠点となった。また、多くの渓流釣りファンが訪れる最上白川ダム周辺の環境整

備が行われるなど、新たな観光スポットとしての充実が図られた。 

その他、生涯学習の推進や国際化・情報化社会への対応策、住民サービス向上を目的とした印鑑証明

事務電算化事業が行われるなど、地域の活性化と住民サービスの向上を目的とした諸事業が行われた。 

 

③ 過疎地域自立促進計画(平成12年度～令和２年度)の対策 

平成 12年の過疎地域自立促進特別措置法の施行を受けて、自立促進計画に基づき約 370億円を投資

して過疎対策事業を展開してきた。このことによって、町民の生活環境の整備や産業の振興等多くの分野

において整備することができた。 

主な事業は、町が主会場となる平成16年2月の冬季国体開催に向けた、スキー場及び関連施設の整備

である。町にとって町制施行以来の大きなイベントであり、交流人口拡大の面からも開催できたことは全国

に町をＰＲする好機となった。また、多くの町民がかかわる中で、大会の成功が町民にとって大きな自信と

誇りにつながった。また、現在もスキー場や関連施設では多くのスキー競技が開催され、町技であるスキー

の振興が図られている。このほか、地域活性化につながるさまざまなイベントや活動が開催されるなど、多

目的な利活用がなされている。 

また、長年の懸案課題であった町の中心部に位置する幼児教育・保育施設である「幼保連携型認定あた

ごこども園」の整備については、計画策定時から多くの住民による検討協議の場への主体的な参加をもっ

て、平成 22 年 3 月に保育・教育機能と子育て世代への支援機能を併せ持つ「すこやかプラザ」として実現

するに至った。  

これにより、乳幼児期における保育・教育のサービスの充実はもとより、子育て支援センター内に図書室

を併設したことで、児童や生徒、子育て世代における新たな活動拠点の誕生となり、子育て環境の向上と青

少年の健全育成が図られた。 

また、生活排水による農業用水や公共用水域の水質汚濁が深刻化する中で、平成６年から町の中心部

である向町地区の公共下水道の整備に取り組み、平成 13 年４月に供用を開始することができた。さらに平

成19年度からは、市町村設置型の合併浄化槽設置事業にも取り組み、生活環境及び公衆衛生の向上と公

共用水域の水質改善が図られている。 

平成 21年度からは、昭和 56年に改正された建築基準法の改正に伴い、公共施設の耐震診断を計画的

に実施し、必要に応じて施設の耐震工事を行ってきた。耐震工事を行った施設は、平成 21年度から 23年

度に小学校２校、平成 24年度が中央公民館、平成 26年度が役場庁舎である。  

これらの施設の多くは災害時の避難所施設であり、町民の安全の確保と共に、適切かつ速やかな災害対

策の遂行や行政施設の危機管理の向上につながる整備となった。 

産業の振興に関しては、平成 23 年に「最上町産業振興センター」を設置し、６次産業の推進を含めた総

合型産業の育成・支援のための拠点となっている。また、観光分野では、瀬見温泉の共同浴場が老朽化し

たことにより、新たな温泉施設を整備し、地域内の利用者のみならず新たな瀬見温泉のシンボルとして観光

交流活性化が図られた。 

交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進に関しては、既にＮＴＴ管轄で向町地区は高速通

信網の整備が実施されていたが、他地域において、情報通信格差が生じていたことから、平成 25 年度に

全町域において情報通信網の整備を実施し、住民の利便性の向上と共に、行政システム等の情報化が推

進された。 
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医療の確保に関しては、平成 26 年度に町立病院に電子カルテシステム導入事業が実施され、医療ネッ

トワークの推進及び患者へのサービス向上と医療従事者の負担軽減が図られた。 

集落の整備に関しては、平成 27 年度から旧特別養護老人ホーム跡地を活用し、すこやかプラザを中心

とした子育て環境の向上と地域特性に配慮しながら、若者の定住を促進するために「若者定住環境モデル

タウン」を整備した。タウン内は再生可能エネルギーを活用した熱エネルギーの供給や地下水を利用した

無散水融雪道路を整備するなど、雪国における先進的な住環境整備が行われ、子育て世帯の移住・定住

が図られた。 

                

④ 過疎地域持続的発展計画(令和３年度～令和７年度)の対策 

令和３年の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき過疎地域持続的発展計画を策

定し、約 22億円を投資して過疎対策事業を展開してきた。 

産業の振興では同５年 11 月に県内で 22 番の登録となる道の駅「もがみ」をオープンし、観光案内所や

休憩所、カフェの他、道路情報をリアルタイムで提供するほか、近隣の観光飲食施設「ヤナ茶屋もがみ」と

連携して観光客へ町を PRする新たな施設となった。 

また、農観商工連携創造支援事業を実施し、異業種間の連携・協働態勢を構築し、ニュービジネスを創

出することで、総生産額を引き上げ地域経済の活性化を図った。 

地域における情報化に関しては、コロナ禍におけるデジタル化の急速な進行により環境の整備が求めら

れる中、同３年よりデジタル防災行政無線を導入し、町民の方へ素早く正確な情報を届けられるよう整備し

た。また教育や産業、医療などあらゆる分野でのデジタル技術の活用を図った。 

交通施設の整備、交通手段の確保に関しては、乗客がいない空バスを解消するため新たに予約制乗合

バスを全町展開し、より効率的な交通手段の確保が図られた。 

生活環境の整備に関しては、近年頻発化している災害の対策のため消防用施設の更新を行い、雪対策

として克雪住宅の普及促進、消流雪溝の整備等を推進した。 

子育て環境の確保に関しては、子育て支援事業や子育て医療給付事業等を実施し子育ての負担や不

安、孤立感を和らげる支援の充実を図った。また、高齢者等の健康・福祉に関しては、高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施を推進するとともに、地域での支え合い体制を推進し福祉の充実を図った。 

教育の振興に関しては、子供たちに安心安全な給食を提供するために給食センター施設改修など計画

的な施設整備を図り、また、令和６年２月には国民スポーツ大会冬季大会に向け、スキー場の関連施設を

整備し暖冬の影響で小雪の中大会を成功させた。 

 

（ウ） 現在の課題と今後の見通し等 

 

① 産業 ・ 経済 

令和２年国勢調査の就業構造人口をみると、第一次産業が 18.1％、第二次産業が 33.2％、第三次産業

は 48.0％となっており、５年前の同調査と比較すると全体の就業人口が減少している中にあって、比率では

第一次産業がほぼ同率で推移し、第二次産業が減少、第三次産業が増加している状況にある。 

第一次産業は、経営者の高齢化による後継者問題を抱えているものの、農業分野では農業基盤の整備

と経営の改善が進められたことにより、認定農業者の増加や農業法人に向けた組織化が見られるようになり、

農地の集約化にも繋がっている。しかし、その一方で米価の変動と資材や燃料、農業機械の高騰により農

業収益を圧迫しているため米の需要調整や担い手の確保、新規就農への支援が求められる。 
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第二次産業の就業人口は、平成２年の国勢調査の数値をピークに減少し続けている。この要因は、長引

く経済低迷と公共工事等の減少による企業の雇用の低下によるものである。地方の企業誘致は大変困難で

あるが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、就業場所を選ばない柔軟で新しい働き方である「テレ

ワーク」が全国的に普及拡大していることから、ＵＪＩターンによる移住者を呼び込む環境整備が求められる。 

また、農観商工が連携した産業の展開や、地域の特性を活かした公共施設への資源循環型再生可能エ

ネルギーの活用に取り組んでいることから、その波及効果もあり、再生エネルギー関連の民間企業の取り

組みも拡大している。 

第三次産業の観光分野の主軸となる温泉宿泊業においては、平成 23年に発生した東日本大震災により

観光客数が減少し、また新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰によりさらに入込み客数が減少して

おり、温泉旅館経営は非常に厳しい状況下にある。なお、これまで推進してきた園芸作物の生産振興や周

年農業の推進も継続して行っていく必要がある。 

 

② 人  口 

令和2年度国勢調査による町の人口は8,080人となっており、人口の減少は依然として続いている。また、

平均寿命の伸びと若者を中心とした人口流出により高齢化率が年々上昇している。さらに出生率の低下や

結婚や出産の多い年齢層の転出等により年少人口の減少も問題となっている。こうした状況に少しでも歯

止めをかけるため、移住・定住対策が強く求められており、行政と地域、町民一人ひとりの協働態勢で取り

組んでいくべき重要課題となっている。 

 

③ 生活環境 

本町は山々に囲まれた盆地の地形にあり、平地が少なく、しかも集落が山間に点在しているため公共事

業等の効率が悪く、各分野における町内全域の整備がなかなか進まない状況にある。 

平成13年度より、向町地区での公共下水道が供用開始となり、公共水域の水質改善が図られたが、町全

体からすれば一部分に過ぎない。このため、他地区においても現状に即した生活排水処理対策を進めて

いくために、市町村型合併浄化槽の設置と排水路の整備を併せて進めている。 

また、冬期間は多雪であるため、高齢化の進展と共に独居老人世帯が増加しており、日常的な除排雪作

業にも支障をきたしているため、流雪溝整備と道路網整備と併せた一体的な整備を図るとともに、地域と連

携した除排雪体制の仕組みづくりを行いながら、雪対策を進めていくことが求められている。 

 

④ 高齢者対策  

本町における 65歳以上の高齢化率は、令和２年国勢調査で 40.3％となり、町民の約2.5人に１人が高齢

者という状況にある。町では、これまで長期的展望に立ち高齢者対策が行われ、計画的に関係施設が整備

されてきた。また近年は、民間の高齢者介護事業所も多く整備され利用者が増加している。 

今後は、高齢者の増加に伴い要介護者数の増加も見込まれることから、介護予防事業の促進や高齢者

の積極的な社会参加による「生きがいづくり」が必要であり、地域活動や支え合い活動の活性化が求められ

ている。また、介護が必要になっても高齢者が可能な限り安心して在宅生活できるための各種サービスや

介護に関する人材育成など、さらなる地域包括ケアシステムの推進が必要である。 

 

⑤ 医  療 

本町では生活習慣病による死因率が高く、諸検診含め特定健康診査及び特定保健指導等の受診率向
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上に向けた健康指導体制の強化が課題である。 

町民の地域医療の要である町立最上病院の役割は大きく、３次医療機関（県立新庄病院・山形大学医学

部附属病院等）や個人病院との連携強化を図り、医療の確保に努めている。平成 26 年度には電子カルテ

の導入を図り、将来は医療機関相互のカルテ閲覧につなげ患者の早期完治や業務の効率化を目指す。ま

た、「最上病院経営強化プラン」に沿って医療従事者の確保や経営形態の見直し、効率的な病院経営の推

進と医療需要に応じた医療提供体制の安定確保を図ることとしている。 

 

⑥ 住民意識 

令和７年度に実施したまちづくりに関する住民アンケートの結果をみると、第５次最上町総合計画（前期

計画）における総括に対する意見では、「国庫を活用した財政運営」や「集落再編」などを望む意見が挙げ

られた。 

また、第５次最上町総合計画（後期計画）でより充実すべき取組等として「町立病院の今後の方向性」「行

政手続きやシステムの DX 化」「行財政の効率化」などが挙げられ、人口減少が加速していく中で持続可能

なまちづくりを望む意見が多く見られた。 

 

⑦ 今後の見通し 

本町は、昭和 45年に制定された過疎地域対策緊急措置法より、過疎地域振興特別措置法、過疎地域活

性化特別措置法、平成 12年度より施行された過疎地域自立促進特別措置法と歴代の過疎法に基づく過疎

地域であり、令和３年度に施行された過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法においても引き続き

過疎の対象地域となっている。 

これまで、各措置法の理念に沿った形での過疎対策を講じてきたが、結果として、過疎化は依然として続

いている状態にある。その要因としては、地元産業の不振や若者の都市部への流出に起因した人口の社

会減少、それに加え、近年深刻な問題となっている出生数の低下による自然減少が同時に進行してきたた

めと考えられる。従って、これまでの過疎対策の姿勢を継承しながらも、今後も町民や地域、行政の役割分

担を明確にした「自治と協働のまちづくり」の推進を基本姿勢としながら、少子高齢化による人口減少に対

応できるよう、移住定住対策をはじめ都市部との地域間交流を促進し「関係人口」も含めた新たな担い手の

確保、環境に配慮し地域資源を活かした産業の振興や再生可能エネルギーの利活用、雪に強い生活基盤

環境の整備促進、頻発する自然災害への危機管理体制の強化と観光産業の振興、デジタル技術の活用な

ど、町の地域資源等を活用し持続可能な地域づくりと地域力の向上にむけた施策が必要となってくる。それ

には、令和８年度よりスタートする「第５次総合計画（後期基本計画）」の着実な実践と、町の特色を活かしな

がら自律的で持続的な町を実現するために、地域資源を活かした産業振興や移住定住支援、子育て支援

等を盛り込んだ「第３期最上町総合戦略」の積極的な実践が求められる。 

 

ウ 最上町の社会的経済的発展の方向性 

市町村民経済計算による令和４年度の町内総生産額は 20,113 百万円、町民所得は 17,223 百万円、一人当

たりの町民所得では 226.8百万円であり、平成30年度の数値と比較すると、町内総生産額が 21,186百万円、町

民所得が 19,818 百万円、一人当たりの町民所得は 222.1 百万円と町内総生産額と町民所得は減少しているが

一人当たりの町民所得は増加している。また、令和４年度の産業別生産額とその比率は、第一次産業が2,183百

万円で 10.9％、第二次産業が 4,682百万円で 23.5％、第三次産業は 13,096百万円で 65.6％であり、全体から

みると第一次産業の占める割合は少なく、平成 30年度の数値と比較すると、第一次産業の生産額とその比率は、
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2,759百万円で 13.0％を占めており、生産額の減少率は 20.9％となっている。 

町内総生産額や町民所得は平成30年度と比較して減少しており、長年本町の基幹産業であった農業につい

ても従事者数の減少や産業構造の変化に直面している。一方、一人当たりの町民所得は微増している状況であ

る。本町の経済基盤を強化し持続可能な社会を実現するためには、地域の強みを活かした産業連携や変化す

る社会のニーズに応じた柔軟な対応が求められる。 

第一次産業においては、町が推進する園芸作物の生産拡大や農業の周年型経営形態への転換、さらには森

林資源の活用などが進められてきた。これらの取り組みを通じて、他産業への波及効果をもたらす可能性がある

ことから、地域全体で相互連携を図り、地場産業を基軸とした総合的な産業振興が重要である。 

また、第二次・第三次産業においては、地域資源の活用による付加価値の創造や地理的特性を活かした独

立性の高い商業活動を進めるとともに、温泉を含む観光資源を基盤とした魅力ある地域づくりが期待されている。

地域経済の方向性として、これらの産業が相互に補完し、変化する時代に対応した持続的発展を目指していくこ

とが望まれる。 

第四次山形県総合発展計画では、本町が所在する最上地域における発展に向けたテーマは、「最上」の地域

資源を活かし、新たな価値を生み出していく地域戦略の展開」と掲げて施策事業を取り組むこととしている。施策

としては、①最上地域の産業をけん引していく人材の育成・確保、②林業・木材関連産業の集積を活かした産業

振興の加速、③最上地域が誇る地域特産物の生産振興とブランド化の推進、④豊かな自然や多彩な食、伝統

文化等の地域資源を活用した交流人口の拡大とある。 

このように最上地域の発展の方向は、本町が直面する現状課題の解決すべき方向に即したものであることか

ら、その実現に向けては、県をはじめ最上地域内における広域的な連携を密にしながら具体的な施策を進めて

いく必要がある。 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020050/kikakupdf/3zi-keikaku/h22-6choki/chouki.pdf
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（２） 人口及び産業の推移と動向 

 

ア 人口の動向 

令和２年国勢調査時の本町の人口は 8,080 人となっており、昭和 45 年の過疎地域指定以来、人口の減少傾

向は依然として変わっていない状況にある。その要因には地場産業の雇用機会の減少や若年層の都市部への

流出に起因した社会的減少に加え、出生数の低下による自然減少が同時に進行したためと考えられる。 

また、若年者比率については一時期は幾分緩やかな減少となったが、令和２年度国勢調査では、8.6％と、再

度減少傾向が強くなってきている。高齢者数は平成 27 年度と令和２年度国勢調査による実数はほぼ横ばいと

なっているが、人口総数の減少により比率は急速に上昇しており、平成 27年国勢調査で 34.6％だった比率が５

年後の令和２年国勢調査では 40.3％と推移しており、“町民の約 2.5 人に１人が高齢者”という状況に近づきつ

つある。男女の比率としては、ほぼ同数ではあるものの、女性が男性を上回っている傾向が続いている。平成17

年国勢調査の数値以前では女性の減少率は男性を下回っていたが、令和２年国勢調査では女性の減少率が

男性を上回った。 

    

表１－１（１） 年齢階層別人口の推移（国勢調査） 

区  分 
昭和35年 昭和50年 平成2年 平成17年 平成27年度 令和２年度 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 
人 

16,833 
人 

13,520 
％ 

△19.7 
人 

12,541 
％ 

△7.2 
人 

10,761 
％ 

△14.2 
人 

8,902 
％ 

△17.3 
人 

8,080 
％ 

△9.2 

0歳～14歳 6,561 2,988 △54.5 2,504 △16.2 1,428 △43.0 988 △30.8 838 △15.2 

15歳～64歳 9,412 9,196 △2.3 7,790 △15.3 6,118 △21.5 4,831 △21.0 3,982 △17.6 

 
うち 15
～29歳

（a） 
3,409 3,111 △8.7 1,698 △45.4 1,404 △17.3 847 △39.7 696 △17.8 

65歳以上(b) 860 1,336 55.3 2,247 68.1 3,215 43.0 3,083 △4.1 3,260 5.7 

(a)／総数 
若年者比率 

 ％ 
20.3 

％ 
23.0 ― 

％ 
13.5 ― 

％ 
13.0 ― 

％ 
9.5 ― 

％ 
8.6  ― 

(b)／総数 
高齢者比率 

％ 
5.1 

％ 
9.9 ― 

％ 
17.9 ― 

％ 
29.9 

 
― 

％ 
34.6 ― 

％ 
40.3  ― 

 

表１－１（２） 男女別人口の推移（国勢調査） 

区 分 

昭和55年 平成2年 平成17年 平成27年 令和2年 

実 数 
構成

比 
実 数 

構成

比 

増減

率 
実 数 

構成

比 

増減

率 

実 

数 

構成

比 

増減

率 

実 

数 

構成

比 

増減

率 

総 数 
人 

13,190 
％ 
― 

人 
12,541 

％ 
― 

％ 
△4.9 

人 
10,761 

％ 
― 

％ 
△14.2 

人 
8,902  

％ 
― 

％ 
△17.3 

人 
8,080  

％ 
― 

％ 
△9.2 

男 6,445 48.9 6,067 48.4 △5.9  5,170 48.7 △14.8 4,299 48.3 △16.8 3,913 48.4 △9.0 

女 6,745 51.1 6,474 51.6 △4.0  5,591 52.0 △13.6 4,603 51.7 △17.7 4,167 51.6 △9.5 
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表１－１（３） 人口の見通し 

 

（注）2015・2020年の人口は国勢調査、2025年から 2050年までは第３期総合戦略人口ビジョンの推計値 

 

イ 産業構造の現況と今後の動向 

令和２年国勢調査における就業人口は、総人口の約半数にあたる 4,273 人であり、これを産業別人口比率で

みると、第一次産業が 18.1％、第二次産業が 33.2％、第三次産業は 48.7％となっている。 

就業人口は、人口減少と共に減少しており、産業別就業人口比率の推移としては、第一次産業が昭和 50 年

代から急速に減少していったが、平成 27年国勢調査より微増に転じた。一方、第二次産業は第一次産業とは対

称的で、昭和50年代から著しい成長がみられたが、平成27年国勢調査では減少傾向に転じている。第三次産

業については緩やかではあるが増加の一途を辿り、就業人口の半数を占める割合になってきている。 

 

表１－１（４） 産業別就業人口の動向(国勢調査) 

 

 

 

8,902 

8080

7245

6490

5769

5096

4447

3830

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

(人)

（年）

区 分 
昭和35年 昭和50年 平成２年 平成17年 平成27年 令和２年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総 数 
人 

7,222 

人 

6,657 

人 

△5.7 

人 

6,496 

％ 

△3.0 

人 

5,318 

％ 

△6.1 

人 

4,597 

％ 

△13.6 

人 

4,273 

％ 

△7.0 

第一次産業 

就業人口比

率 

％ 

66.7 

％ 

50.6 
― 

％ 

27.0 
― 

％ 

16.5 
― 

％ 

17.7 
― 

％ 

18.1 
― 

第二次産業 

就業人口比

率 

％ 

9.6 

％ 

19.5 
― 

％ 

38.6 
― 

％ 

39.7 
― 

％ 

35.4 
― 

％ 

33.2 
― 

第三次産業 

就業人口比

率 

％ 

23.7 

％ 

29.9 
― 

％ 

34.4 
― 

％ 

43.8 
― 

％ 

46.9 
― 

％ 

48.7 
― 
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（３） 最上町の行財政の状況 

 

ア 行政の状況 

「明日 今日よりもっと好きになれる 最上町～笑顔が輝き 住み続けたくなるまちへ～」をメインテーマとする、

「第５次総合計画」が令和３年度にスタートした。同８年度からは、第５次総合計画の後期基本計画がスタートする。

今後の最上町のあるべき姿を展望し、次の６項目を基本目標として町民・地域と行政が一体となり、将来像を具

現化するためのまちづくりを着実に実践していく。 

１. “楽しいね”と言えるまちづくり（子育て・教育・文化） 

２. “幸せだね”と言えるまちづくり（保健・福祉・医療） 

３. “安心だね”と言えるまちづくり（建設・防災） 

４. “豊かだね”と言えるまちづくり（産業・経済） 

５. “美しいね”と言えるまちづくり（環境・エネルギー） 

６. “住みやすいね”と言えるまちづくり（定住・協働） 

今後の課題は、現在の厳しい行財政状況の中で、住民生活の安定・向上を図るための有効な施策事業を町

民・地域と協働体制で知恵を出し合い、「選択と集中」を強く意識しながらいかに効率的に進めていくか、という

点にある。 

また、自治体として持続的発展をしていくためにも、移住・定住対策や担い手育成の推進をはじめとして、町

の基幹産業である農業を中心とした総合産業の育成や新しい起業の促進などの産業振興策、そして急速に進

行している少子高齢社会にも対応した全ての町民が快適に生活するための環境整備施策などを通して、自律

的で活力ある地域づくりを行っていく必要がある。 

一方、道路網の整備も進み日常生活圏が拡大したことにより、県内のみならず、隣県の宮城県や秋田県とも

定期的な交流をもつなど、地域連携軸上での交流圏域の拡大を念頭においた施策も行ってきたところであるが、

交流人口の拡大や関係人口の創出による町の活性化を図るために、平成 15年３月に制定した最上町 100万人

交流促進条例を基盤としたまちづくりを実践していくものである。 

また、広域的な取り組みとしては、昭和 45 年度に設立された最上広域市町村圏事務組合を核として、環境と

人間との共生する理想郷の実現を目指した「最上エコポリス構想」を大きなテーマとして掲げ、最上地域の８市町

村による広域行政が行われているほか、平成 27年度から新庄市を中心地とした「定住自立圏」を形成、同 28年

３月に「新庄最上定住自立圏共生ビジョン」を策定し、広域連携のもとに圏域住民の生活に必要な機能の確保と

活性化を図りながら連携強化による効率的な行政運営に取り組んでいる。令和８年度から第３次となる共生ビ

ジョンが策定され、更なる連携強化に向けた取り組みを行っている。 
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イ 財政の状況 

令和 6年度と平成22年度の決算額を比較すると、歳入歳出はそれぞれ 3割程度増加し、人口減少が続く中

でも、年々決算規模は大きくとなっている。歳入の内訳を見ると、一般財源については地方税、地方交付税の増

が見られるが、地方債の借入額については、令和 5年度までに道の駅を始めとする施設の大規模整備・更新を

実施したことと、令和 6年7月豪雨災害の発生に伴う一部事業の中止のため減少している。地方債のうち、過

疎債の額についても減少傾向にあるが、今後も公共施設等の整備・更新が大きく見込まれることから、

本町の重要な財源として引き続き有効活用を図っていく。 

将来負担比率について、公債費償還のピークを令和 5 年度に迎え、今後は緩やかに減少していく見込みだ

が、引き続き地方債の発行を抑制して将来世代の負担軽減を目指す。また、経常収支比率についても、恒常的

な経費の見直しを行い、弾力性に乏しい財政運営を避けられるような事業展開を行う。 

人口減少社会の中で、今後の税収等の歳入見込についても厳しい状況が予想され、交付税に大きく依存す

る歳入状況に変わりはないため、身の丈に合った財政運営に資するべく、財政の健全運営化に努めていく必要

がある。 

 

表１－２（１） 最上町の財政の状況                                        （単位：千円） 

区 分 平成22年度 平成27年度 令和元年度 令和６年度 

歳 入 総 額  A  

一 般 財 源  

国 庫 支 出 金  

都 道 府 県 支 出 金  

地 方 債  

う ち 過 疎 債 

そ の 他 

歳 出 総 額  B  

義 務 的 経 費  

投 資 的 経 費  

う ち 普 通 建 設 事 業 

そ の 他 

過 疎 対 策 事 業 費  

歳 入 歳 出 差 引 額  C （Ａ－Ｂ ） 

翌 年 度 へ繰 越 すべき財 源  D 

実 質 収 支  C － D 

6,296,632 

3,889,549 

698,566 

537,590 

581,600 

192,800 

589,327 

6,064,588 

2,176,525 

1,138,928 

1,138,928 

2,749,135 

2,132,540 

232,044 

32,782 

199,262 

7,005,922 

4,000,235 

529,489 

380,385 

628,500 

432,100 

1,467,313 

6,718,873 

1,873,932 

986,982 

896,345 

3,857,959 

2,148,519 

287,049 

52,735 

234,314 

7,111,715 

4,021,493 

482,139 

374,725 

789,700 

144,700 

1,443,658 

6,799,643 

1,988,243 

1,271,927 

1,019,218 

3,539,473 

2,054,211 

312,072 

27,752 

284,320 

8,190,442 

4,806,050 

681,403 

413,457 

290,700 

220,800 

1,998,832 

7,796,986 

2,522,918 

948,622 

655,387 

4,325,446 

406,932 

393,456 

74,209 

319,247 

財 政 力 指 数  

公 債 費 負 担 比 率  

実 質 公 債 費 比 率  

起 債 制 限 比 率  

経 常 収 支 比 率  

将 来 負 担 比 率  

地 方 債 現 在 高  

0.221 

13.4 

12.0 

－ 

88.0 

50.7 

4,874,719 

0.227 

9.9 

6.6 

－ 

87.3 

52.8 

5,797,965 

0.238 

12.2 

8.5 

－ 

90.5 

54.7 

6,539,823 

0.223 

11.8 

11.2 

- 

91.6 

25.0 

5,215,472 

(地方財政状況調による) 
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ウ 施設整備水準等の現況と動向 

 

（ア） 道路の整備状況 

町道については計画的な整備を順調に進めており、これからも引き続き整備促進を図っていく必要がある。 

 

（イ） 交通の確保 

公共交通機関については、ＪＲ陸羽東線が本町の東西を横断する形で走っており、町内に７つの駅がある。

山形交通バス路線の廃止を受けて、平成３年度より町営バスを２路線運行し、さらに平成 11年度からは、路線

区域外の住民の足の確保と医療と健康の増進を目的にしたウエルネスバスを運行し、町内各集落と医療機関

を１週間に１回の頻度で結んできた。しかし、運行頻度や料金等の面において地域間格差が生じたため、平

成17年度からは、町営バスとウエルネスバスを統合し、全区間の統一料金化やバス停の増設、運行回数の増

等の改善を行い、町内全域における公平な運行体系を図った経緯がある。 

しかし、人口減少や自家用車の普及により、公共交通の利用者は年々減少している。一方、高齢者をはじ

めとした公共交通を必要とする町民に対し、利便性の向上を図るため、令和 2 年度から町の一部地域におい

て、予約制乗り合いバスの運行が開始され、令和３年度より全町展開となっている。 

今後は、民間業者や地域との協力体制を強化しながら、公共ライドシェアをはじめ、地域活性化や交通弱

者に配慮した公共交通体系の確立をしていく。 

 

（ウ） 冬期交通の確保 

町道の除雪体制は年々充実・強化されてきており、令和６年度の除雪延長は 81.4ｋｍとなっている。しかし、

降雪量が多く、風が強い気象条件下にあって、本町に多く見られる道路幅員の狭い未改良路線では、集落内

の機械除雪に十分な機能が発揮できないといった地区が多い。また、国道及び県道における歩道除雪の問

題も、冬期交通の安全確保の上で解決しなければならない課題である。 

 

（エ） 生活環境施設 

水道施設の普及率は令和６年度末で 97.7％となっている。また、生活雑排水の処理施設として、向町地区

を中心とした公共下水道が平成 13 年度より供用開始し、水洗化率が大幅に高まった。また、公共下水道の区

域以外においては、同 19年度より市町村設置型合併浄化槽の普及に取り組んでいる。 

ごみ・し尿処理施設に関しては、最上地域の市町村で組織する広域事務組合が処理運営を行っている。 

また、施設修繕が必要となっている箇所もあり施設の延命化も含めた整備が必要となっている。 

冬期間における住民の安全・安心な暮らしの確保という点では、高齢者世帯の増加に伴い、雪処理の課題

が年々顕著化してきている。今後は、高齢者が雪国の生活で負担となっている除排雪を行政と地域との協働

により町道沿いの入口から玄関前までの除排雪活動の普及と支援、計画的な流雪溝整備、除排雪後の雪の

置場の確保といった施策が求められている。 

 

（オ） 医療施設 

住民の健康と生命を守る町立最上病院は、平成６年に移転改築されて以来、年次計画に基づいた医療機

器の充実と電子カルテシステムの導入や施設の老朽化による施設整備とともに医師確保のための医師住宅

などの整備を行ってきた。 

診療科目は、内科以外の外科、整形外科、婦人科、眼科の診療科目については、常勤医師の確保ができ



－ 14 － 

ず週１回から週２回の診療の頻度で山形大学附属病院等の医師による診療となっている。多くの患者に対応

していくためには外科と整形外科の常勤医師確保が課題であり二次・三次医療機関との連携も求められてい

る。 

 

（カ） 福祉施設 

幼児保育施設については、町の中心部に位置する保育所と幼稚園の統合化が実現し、平成 19年度に「幼

保連携型認定こども園」が誕生した。また、少子化による、幼児保育施設の統廃合により、令和 2 年度から認

定こども園の他に町立保育所は１箇所となり、現在に至っている。今後は進む少子化の状況を鑑みながら、施

設管理のあり方を検討していくとともに、子育て支援や学童保育、児童の居場所づくりを含めた総合的な機能

を有した拠点づくりが必要である。 

保健・医療・福祉・介護の地域包括ケアの拠点施設としてウエルネスプラザが平成 17 年に施設整備を終え

た。これからは施設の長寿命化にむけた計画的な修繕や、さらなるソフト面での充実に加え管理運営の最適

化を図らなければならない。また、万騎の原地区には世代間交流施設であるふれあいの里が平成 5 年に整

備され、多目的屋内運動場や運動公園などの施設を通してあらゆる年代の町民の健康増進と福祉の向上に

役立っている。今後は、老朽化に対応する計画的な施設管理について検討していく必要がある。 

 

（キ） 消防施設 

本町の消防施設は、常備消防として広域消防本部東支署、非常勤消防として分団数 13、団員数 368 名を

有し、団員の教育訓練と年次計画に基づく車両等の整備を行っている。その一方において、団員の減少が続

いていることから、現在の消防力を維持するなかで組織の再編と資機材の確保を進めなければならない 

大規模災害等にも対応できる防災拠点エリアとして令和元年度に防災倉庫の整備を行った。災害時の食料

や資機材の計画的な整備と管理更新が求められる。 

 

（ク） 教育施設 

本町の教育施設は、令和２年度から小学校２校、中学校１校となっている。少子化の影響により、小学校に

ついては過去に８校あったが内６校が複式学級を取り入れた小規模校であったため、将来的な教育効果の点

を踏まえ校区内の住民を交えて検討を重ね、平成 23 年度から統廃合を進め現在に至っている。それに伴う

廃校舎の施設利用として、集落公民館や地域活性化施設として新たな利用が図られてきたが、今後は施設の

利用状況と老朽化に即した維持修繕、改修及び除却も含めた施設管理・運営が必要となっている。 

向町小学校の耐震補強と大規模改修が平成22年度に完了し、大堀小学校についても同23年度で耐震補

強改修工事を行なった。また最上中学校の大規模改修工事を同 29 年度から３年間かけて実施した。今後は

施設の長寿命化も含めて計画性を持って整備改修していくこととしている。 

 

（ケ） 社会教育施設 

集会施設は、中央公民館を中心に主要３地区に地区公民館を配するほか、集落単位に分館を配し一体的

な公民館活動を行っているが、分館の老朽化が進んでいる中で一部分館については集落が新たな集会施設

を建設整備するなどの取り組みも行われており、今後は地域との連携を強化しながら改修や更新を含めた整

備について検討していく必要がある。 

最上西公園を中心とした体育施設については、本町の健康・体力づくりの拠点区域としての位置づけを

行っているが、町民体育館については建物や設備の老朽化が著しく、施設の維持管理が困難であることから
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令和２年度末で閉館となった。今後は、閉校した小学校体育館等を活用しながら、施設の長寿命化にむけた

修繕や、生涯スポーツ振興及び利用促進を図るソフト面での充実が求められている。 

（コ） 観光施設 

平成16年に当町で開催された冬季国体においては、同11年度より赤倉温泉スキー場整備事業に着手し、

ゲレンデ・リフト・圧雪車等の整備が行われ、町民はもとより町内外からの利用者が増加し、全国規模の大会が

開催できるスキー場として整備することができた。近年では、スキー人口も減少傾向にはあるが、町民の健康

増進や観光レクレーションの場として、関係人口の拡大や地域振興が図られるよう、令和 6 年 2 月の国民ス

ポーツ大会アルペン競技の開催地にもなり、関連機器や設備の整備も行ってきた。今後はオフシーズンでの

積極的な活用と、計画的な施設や設備の更新・修繕が必要である。 

また、近年の観光スタイルとして“着地型観光”が主力化していることから、豊富な地域資源を活用しながら、

前森地域活性化施設をはじめとする既存の観光関連施設の魅力向上にむけた整備はもとより、登山道やト

レッキングコース等の本町のフィールドをダイナミックに引き出すための整備が求められている。 

 

表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 

区 分 
昭和55 

年度末 

平成2 

年度末 

平成12 

年度末 

平成22 

年度末 

令和２ 

年度末 

令和６ 

年度末 

市 町 村 道 

改 良 率 (％） 

舗 装  率 (％） 

農      道 

   延  長 (ｍ） 

耕地1ha当り農道延長(ｍ） 

林      道 

  延   長 (ｍ） 

林野1ha当り林道延長(ｍ） 

水 道 普 及 率 (％） 

水 洗 化 率  (％ ） 

人口千人当り病院、  

診療所の病床数  (床） 

 

41.4 

40.3 

 

29,972 

19.2 

 

13,309 

2.5 

89.3 

― 

 

5.3 

 

52.1 

54.8 

 

33,175 

37.0 

 

21,398 

4.4 

92.0 

― 

 

5.5 

 

64.8 

70.0 

 

33,175 

32.7 

 

24,574 

4.4 

92.9 

16.0 

 

6.0 

 

67.81 

76.09 

 

6,538 

― 

 

24,574 

4.4 

95.49 

55.69 

 

6.8 

 

68.3 

76.3 

 

6,538 

― 

 

39,490 

― 

96.4 

72.7 

 

7.3 

 

69.0 

76.8 

 

6,538 

 

 

44,187 

 

97.7 

76.5 

 

8.2 

 

（４） 地域の持続的発展の基本方針 

これまでの過疎対策は、少子高齢化による人口減少にともなう地域社会の活力低下に対応するため、地域の自

立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正などを目的として、社会基盤整備が図られてきた

が、現代において社会の成熟化に伴うライフスタイルや価値観の多様化をはじめ、人口減少、少子超高齢社会、

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響など、かつて経験したことがない時代を迎え、大きな転換期となって

いる。将来にわたり持続可能な地域社会を形成していきながら、地域資源等を活用し地域力を更に向上・発展させ

ていくためには、人と人とのつながりを大切にしながら、町民・地域・行政が協力連携し、共にまちを創り上げていく

必要がある。 

本町では「第５次最上町基本構想」に基づき、本町の将来像を「明日 今日よりもっと好きになれる 最上町～笑

顔が輝き住み続けたくなるまちへ～」とした。今後、私たちのまちが「美しい」自然と「豊か」な実りを実感し、子ども
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から高齢者までいつまでも笑顔で「楽しく」、「安心」して暮らせる「住みやすい」まち、そして今日より明日がさらに

素晴らしいまちになるよう、共に希望を持ちながら、確かな未来にむけ知恵を出し合い、町民みんなが元気に満ち

あふれ、日々の暮らしの中で「幸せ」を実感できる最上（さいじょう）のまちづくりを目指し、下記６項目を掲げ施策を

展開し地域の持続発展を推進していく。 

 

   ア  “楽しいね”と言えるまちづくり 【子育て・教育・文化】 

～学校教育のみならず、将来を担う頼もしい人づくりと、“学び合う喜びを実感できる“まち～ 

充実した子育て・教育環境や文化・芸術に親しめる環境を整えることにより、誰もが楽しく豊かに暮らせるまち

を目指す。 

少子化が進む状況の中、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備していくことは、社会全体や地

域を支えるための重要な政策であり、未来を担う子どもたちの教育や年齢に関わらず教育の機会を作ることは、

行政の重要な役割である。グローバル化や情報化の進展など変化の著しい社会で頼もしく生きぬいていくため

の基礎教育はもとより、自ら学び、課題を解決できる力をつける教育内容の充実、子どもたちが安心して教育が

受けられるための支援、地域と連携した学習環境の整備を図っていく。 

また、多様なニーズを把握し、生涯学習機会の充実や地域コミュニティの活性化に資するともに、文化活動や 

健康づくりにもつながるスポーツの振興を推進していく。 

 

イ  “幸せだね”と言えるまちづくり 【保健・福祉・医療】 

～より健康な心身と健全な地域社会の中で“生涯現役で暮らし続けられる”ことを喜び合えるまち～ 

保健・福祉・医療・介護サービスの充実により、健康寿命の延伸や高齢者の社会参画の促進などを図り、誰も

が元気で生き生きと幸せに暮らせるまちを目指す。 

健康づくりの基本は、「自分の健康は自分で守る」ことであり、 健（検）診や保健指導、健康づくりを推進し、一

人ひとりが主体的に取り組むことができるよう支援していく。また、安心して子育てできるよう母子保健事業や子

育て支援体制を充実させるとともに、地域全体で子育てを支える環境づくりを進め、 加えて高齢者等が安心し

て住み慣れた場所でいきいきと住み続けられるために、地域で支えあう仕組みづくりを推進していく。 

 

ウ  “安心だね”と言えるまちづくり 【建設・防災】 

～防災や暮らしを支える社会循環が整備され“安心して暮らし続けられる”喜びが実感できるまち～ 

      災害の発生による被害、交通事故や犯罪の発生などの危険が少ないまちづくりにより、誰もが安全・安心に暮

らせるまちを目指す。 

また、公共インフラの計画的な整備と長寿命化を推進し、快適な暮らしづくりを推進していく。 

 

エ  “豊かだね”と言えるまちづくり 【産業・経済】 

～豊富な地域資源の活用により“活力ある産業に支えられ暮らし続けられる”ことを喜び合えるまち～ 

基幹産業である農業における新規就農対策や農地の基盤整備を進めるとともに、農観商工が連携した地域

産業の振興をはじめ、地場産業・立地企業への支援、新たな企業誘致、起業・創業支援など雇用の確保を推進

していく。 

また、令和 5 年に整備した「道の駅もがみ」を観光振興の拠点とし、町の魅力発信と地域経済の活性化を図る

機能を強化し、交流人口や関係人口の拡大を目指していく。 
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   オ “美しいね”と言えるまちづくり 【環境・エネルギー】 

～豊かな自然と美しい景観の保護に努め、“持続可能な地域で暮らし続けられる”ことを喜び合えるまち～ 

四季折々に美しい景観が将来にわたって損なわれず、豊かな自然が次代の子どもたちの心のふるさととなる

よう、自然環境の保全や農村、里山の風景を保全活用するとともに、自然の生態系を守り、環境への負担の少な

い、資源循環型の美しい生活環境で暮らせるまちを目指していく。 

 

   カ “住みやすいね”と言えるまちづくり【定住・協働】 

～豊かな人間関係に育まれ、“みんなが助け合いながら暮らし続けられる”ことを喜び合えるまち～ 

町民一人ひとりがまちを愛し、誇りを持って住み続けたいと思えるまちを目指していく。 

魅力ある自立したまちづくりを行うために、行政のみが取り組むのではなくて、町民も自分のまちに関心を持 

ち、主体的に町民同士で支え合い、また行政はその活動を支え、町民がまちづくりに参画しやすい環境を整え

ながら、相互の信頼関係を深めるとともに、より住みやすいまちづくり、地域コミュニティの再構築など、町民と行

政の協働によるまちづくりを進めていく。さらに、本町や町民との関わりを持つ人たち、いわゆる関係人口の拡大

を図るため、町の魅力についての情報発信や移住後の生活支援を強化していく。 

また、人口減少や少子超高齢化が進行する中、職員の意識改革や能力向上を図るとともに、効率的で効果的

な行財政運営に努め、将来にわたり持続可能なまちづくりを進めていく。 

 

（５） 地域の持続的発展のための基本目標            

地域の持続的発展のための基本方針に基づき、人口及び財政に係る以下の目標を設定した。各目標について

は、第５次総合計画及び、第３期総合戦略と整合性を図るものとしている。町の人口減少は少子高齢化による自然

減と都市部への人口流出による社会減が起因している。各種施策を講じ、移住定住の促進と健全な行財政運営を

実施していくことが地域の持続的発展に対して効果を発揮できるものと考えられる。 

 各分野に関する目標については、以下施策ごとの「その他の対策と目標」に記載する。 

 

ア 人口に関する目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

国勢調査総人口 8,080人 6,400人 

転入世帯数 95世帯 100世帯 

 

イ 財政に関する目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

経常収支比率 91.6％ 90.0％ 

実質公債費比率 11.2％ 9.0％ 

将来負担比率 25.0％ 24.0％ 

 

（６） 計画の達成状況の評価に関する事項 

計画の達成状況の評価については、ＰＤＣＡサイクル（計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)）に基

づく進行管理を実施し、各施策・事業等の取り組み内容について検証・見直しを行うことで計画の実効性を高め、
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効率的に推進していく。毎年度、目標値への達成状況の推移を調査・把握し、計画終了年の８月に取りまとめ、

ホームページ等の媒体を活用しながら町民への周知を行っていく。また、必要に応じて、町振興審議会等の諮問

機関に図りながら次期計画に反映させていく。 

 

（７） 計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和12年 3月31日までの５箇年間とする。 

 

（８） 最上町公共施設等総合管理計画等との整合 

平成 29年 3月に策定された町の公共施設等総合管理計画では、公共施設等の管理に関する基本的な考え方

は以下のとおりとなっている。 

「現在の公共施設等の状況を正確に把握し、公共施設の質を保ちながら、将来も安定的に提供していくために、

公共施設の数及び質の点検を行います。施設等の経年劣化、利用状況、必要経費及び今後の人口変動、町民の

ニーズの変化などを総合的に考慮し、統廃合等による公共施設の総数の削減を図るとともに、既存施設の有効活

用を図っていきます。 

既存施設の長寿命化に向けた修繕に取り組み、将来の修繕費・更新費の縮減・平準化に向けた取り組みを進め

ます。これまでの「壊れたから直す」「古くなったから建替える」の対処療法的な考え方から脱却し、これからの時代

に即した、住民満足度の高い公共サービスを目指し、随時、点検見直しを進めます。」 

上記のとおり、急速な少子高齢化による人口減少が進む中、財源の確保はますます厳しいものになることが予

測され、町民の満足度や安全性の高い公共施設提供サービスの質を保つためにも、「選択と集中」を意識しながら

取捨選択し、持続可能で健全な公共施設管理を実施していくことが強く求められる。 

本計画に記載されたすべての公共施設等の整備に係る事項については、「最上町公共施設等総合管理計画」

及びその目標や方針を実現するために、個別施設ごとの具体的な対応方針を定めた「最上町個別施設計画」と整

合性を図るものとする。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 （１） 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の方針 

本町では、これまでも積極的に移住・定住の取組を推進してきたが、近年、都市部における地方移住への意識

の高まりや、働き方や居住形態の多様化の動きを捉え、密を避けつつ自然豊かな環境で、いきいきと暮らすことが

できる過疎地域の魅力を磨き上げ、都市部の移住希望者への情報発信や、都市部と過疎地域の連携・交流など新

たな人の流れを創出する取り組みが必要である。ＵＪＩターン希望者の相談窓口の一元化と受け入れ態勢を整える

とともに、居住・就労に関する情報提供を行っていく。 

また、関東圏・仙台圏の両友の会や町の友好会員を中心とした、地域の人と関わりをもつ「関係人口」の創出・拡

大を図るなど、最上町に縁のある人たちと交流を深めていく。さらには、友好都市である、岩手県大船渡市との交

流や都市大学との交流、台湾との交流など、町と関係が深い地域等との交流促進を図っていく。 

人口減少や少子高齢化が進む過疎地域において、今後もコミュニティ機能を維持していくためには、住民一人

ひとりが主体的に地域づくりに関わり、地域の課題解決に取組むことが重要である。地域コミュニティ推進会議のほ

か、ＮＰＯ、ボランティア団体と連携しながら、地域リーダー向けの研修会等を通して地域づくり人材の育成・確保を

推進していく。また、移住者、地域おこし協力隊、関係人口などの地域外の人材も積極的に活用した持続可能な地

域社会の形成を進めていく。 

  

 （２） 現況と問題点 

   

   ア 移住・定住 

 進学や就職等をきっかけとした転出による社会減と少子高齢化による自然減による人口減少が進行する中、

今後も持続可能なまちづくりを進めるため、住みよい環境を確保し、若者の定住を図ることが喫緊の課題となっ

ている。町の歴史や文化、自然の豊かさなどの魅力をＰＲし、子どものうちから地域を知り、郷土を愛する心を醸

成することが大切である。また、若者が町に魅力や誇り、愛着を感じ、生活の場として選択されるための暮らし

方・働き方の提案や就労・生活に関する様々な情報発信の充実と経済的負担の軽減を図る施策が求められる。

さらには、若者の交流や独身者の出会いの場の創出を広域的に展開するとともに、若年層や親世代へ結婚事

情に関する啓蒙を図っていく。 

移住・定住のための住環境の整備については、若者定住モデルタウンをはじめとする町営住宅、住宅リ

フォーム支援、定住促進空き家活用住宅のほか、空き家バンク制度により利活用可能な空き家・空き地を紹介し

ているが、空き家等バンク制度では登録数が延びず、空き家等所有者への制度の理解促進と利活用可能な空

き家の掘り起こしが必要である。また、ＵＪＩターン等の都市住民の受入れについては、一時滞在による地域での

生活の体験や情報発信、相談等をワンストップで対応できる体制づくりを行ってきたが今後一層の充実を図って

いく。 

 

   イ 地域間交流の推進 

最上町は、宮城県と秋田県の県境にあり、山形県の東の玄関口としての役割を担う重要な位置にある。また、

町中央を東西に通過する JR 陸羽東線や、国道４７号と平行した形で最上小国川が流れ、これら沿線と流域を活

用した地域間の交流と活性化を図ってきた。今後は町内への誘導のみならず、町外へと魅力をつなぐため道の

駅を観光振興の拠点とし、最上町ならではの地域資源を活かした事業を展開すると共に、山形県、舟形町、小

国川漁業協同組合と連携し、誰もが気軽に川に親しめる事業に取り組んでいく。同時に、岩手県大船渡市や東
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京都板橋区との交流をはじめ、台湾との国際的な交流を展開しながら、地域外の人々に町の魅力を積極的に発

信し関係人口を創出していく。また、少子化の進行により学校施設をはじめ各種の遊休公共施設を有効に活用

した施策を検討し、町外から多様な形で継続的に地域に関わる「関係人口」の創出拡大に取り組むことが重要で

ある。 

 

   ウ 人材育成 

近年、地域課題や町民ニーズが複雑化し、ライフスタイルの多様化や核家族化等も進み、人と人とのつながり

が希薄になったことに起因して、これまで伝統的に根付いていたコミュニティ活動が衰退し、地域の自治機能も

低下しつつある。また、少子高齢社会により、地域コミュニティ活動の中心的な役割を高齢者が果たしていること

で、今後地域のコミュニティ活動の存続が危ぶまれる懸念も生じており、新たな地域のリーダーとなる担い手の

育成が急務である。また、地域コミュニティ推進会議をはじめ、地域のボランティア団体、NPO 団体など、町と協

働で地域課題に取り組む団体等への支援と人材育成や活動支援が求められる。 

 

 （３） その対策と目標 

 

ア 移住・定住 

○ 移住定住促進に向けた支援と住環境の充実による若者の人口増加を図る。 

○多様な移住の形態に応じた移住支援体制の整備や関係人口の創出を図る。 

○ 結婚希望者の支援体制の充実を目指す。 

○ 地域おこし協力隊の積極的な任用と、任期満了度の定住支援を図る。 

○ 新庄最上定住自立圏形成協定に基づく結びつきやネットワーク強化に係る地域内外の住民との交流・移住促

進分野分野の事業について圏域市町村と連携を図り推進する。 

 

   イ 地域間交流の推進 

○ 交流人口の拡大による町の活性化を図るため「人・物・心」の各種交流事業を積極的に展開し、「１００万人交

流」の実現に向けていく。 

○ 東京都板橋区や岩手県大船渡市、海外では台湾などを中心とした、これまでの交流を継続・発展させていく

とともに、新たな交流スタイルを追求する。 

○ 関東圏もがみ友の会、仙台圏もがみ町友の会との連携を強化する。 

○ 地域資源を活かした体験交流プランの企画提案を推進し、受け入れ体制の整備を図る。 

 

   ウ 人材育成 

○ 自らの地域や集落に愛着を持ち、主体的に地域活動に参加する人づくりを推進する。 

○ 地域コミュニティ活動や地域の交流の場の充実を図る。 

 

   エ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

お試し移住体験参加者数 ５人/年 ５人/年 

マッチングシステム登録者数 ５人/年 10人/年 
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（４）計  画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

１ 移住・定住・ 

地域間交流 

の促進、 

人材育成 

（1） 移住・定住 移住・定住相談施設改修事業 最上町  

（4） 過疎地域持続的発展特別事業 

移住・定住 
地域おこし協力隊配置事業 最上町 

 

 定住・移住支援事業 民間 委託 

 
 定住促進空き家活用事業 最上町 

 

 
 空き家・空き地バンク事業 最上町  

 
 ＵＪＩターン支援事業 最上町 

 

 
 結婚支援事業 最上町 

 

 
地域間交流 関係人口創出事業 最上町  

 
 友好都市事業 最上町  

 
 100万人交流友好会員制度推進事業 最上町 

 

 
 最上町絆大使交流事業 最上町 

 

 
 

前森高原サマーフェスティバル 
支援事業 

最上町 
 

 
 関東圏交流事業 最上町 

 

 
 仙台圏交流事業 最上町 

 

 
人材育成 もがみ人財育成塾事業 最上町 

 

 
 まちづくり担い手育成事業 最上町 

 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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３ 産業の振興 

（１） 産業振興の方針 

過疎地域における人口の維持は、特に地域の担い手となる若年層の流出を防止し、地域外からの移住促進を

図るため、経済的な基盤が日々の生活の中に必要である。そのために、多様な産業経営者との連携と地域の特性

を生かした取組みによる産業振興を図っていく。 

本町の基幹産業である農業については、土地利用型と施設利用型による周年・複合経営を推進するとともに、

他産業との連携を進め、生産から加工、流通、販売を通じた総合産業化を促進する。 

次に、地場産業については、地域資源を活用した農観商工による連携、さらに産学官金の連携により新たな産

業を創出し、産業構造をより強固なものにしていく。 

また、観光面においては、温泉や自然体験、名所旧跡等の観光資源を活かした着地型体験観光と広域観光の

連携を図り、魅力ある観光地づくりを推進していく。 

さらに、過疎地域の多くを占める農山漁村地域においては、農地や広大な森林といった国土資源の管理水準を

高めていく必要があり、農地や森林の有する多面的機能を適正に発揮し農林水産業の振興を図ることで、森、山、

川、里、農地をフル活用した持続可能な地域づくりを展開する。 

 

（２） 産業振興における他市町村等との連携 

産業振興施策の実施については、新庄最上定住自立圏共生ビジョンに基づく圏域市町村との連携のほか、山

形県や隣接自治体、民間事業者とも連携・協力し推進していく。 

 

（３） 現況と問題点 

 

ア 農林水産業その他産業の振興 

 

（ア） 農  業 

本町の基幹産業の一つに農業があげられるが、内外の厳しい情勢を受け、担い手の不足など他の過疎農

業地域と同様に多くの問題を抱えている。令和 2 年度統計データである 2020 年農林業センサス農林業経営

体調査結果報告書をみると、経営耕地面積が 190.746ａで、そのうち稲作の水田面積は 162,741ａとなっており、

農地の 85％が水田で依然として米は基幹的な作物として位置づけされている。また、農業の経営体数は平成

27年の 817経営体から令和2年では 685経営体と５年間で 16％減少し、令和2年の個人経営体675経営体

のうち農業を主業及び準主業とする経営体数は 257 で、うち 65 才未満の農業専従者がいる経営体数は 160

となっており、農業従事者の高齢化と後継者不足が大きな課題となっている。 

令和６年度の生産額は、町の調べで 5,806百万円となっており、令和２年の 4,578百万円より 33％増加して

いるが、現在の米価は、社会情勢により続落傾向にあり生産額も低下傾向にある。この状況から転作田の活

用を図り、畑地化による園芸作物の導入に取り組んでおり、米・畜産・園芸作物が主要農産物となっている。園

芸作物のアスパラガス、ニラ、ネギ、きゅうり等の生産では、生産者組織を立ち上げ、品質の向上や作業の効

率化等に取組み、生産の拡大とブランド化につなげている。特に畜産の堆肥を活用したアスパラガスの生産

では、県内で代表する産地を形成するまでに至っている。 

今後、農業環境を取り巻くイノベーションに対応すべく、農地の集約化と未整備地域の基盤整備を進め経

営規模の規模拡大を推し進めるとともに、スマート農業を推進し農作業のシステム化や効率化・高品質化を図
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ることと併せて、こだわりの生産方法や化学肥料の使用量の削減等を農畜産物生産の２軸として推進し、ブラ

ンド化を促進することが必要である。また、周年農業をめざし、冬期間の経営主力となるものに着目し取り組み、

安定した農業経営体制の構築が求められ、さらなる行政支援が必要である。 

 

（イ） 林   業 

山々に囲まれた本町は、山林面積が実に全体の約８割を占めている。豊かな資源としての森林のもつ多面

的機能が総合的かつ高度に発揮され、地域経済の振興と町民生活の安定に大きな役割を果たしてきた。 

本町では、昭和 40 年代後半から 50 年代半ばにかけて町有牧野の高度利用計画に基づいた施策を行い

「一農家１ｈａの山林保有」を推進してきた経緯がある。その面積は1,400ｈａに達しており、現在ではそのほとん

どが除間伐作業の適期にあるため、良質の木材生産にむけて森林育成と環境保全に配慮した整備を行い、

来る主伐期・再造林期に備える必要がある。このため、町では、平成 17 年度から間伐材における低質材を

チップ化し、木質バイオマス燃料として最上病院を含む｢ウエルネスプラザ｣に供給しており、その後も、あたご

こども園や若者定住環境モデルタウンにも熱供給用エネルギー源として供給している。また、民間では森林

バイオマスを利用した発電施設事業が進行している。このことから、今後も森林資源を余すことなく活用するた

めのカスケード利用を推し進める必要がある。 

また、山林は成木とし利用するまでは、長年の年数と管理の積み重ねが必要であるため、山林の作業路道

や搬出道は林道整備には不可欠であり、計画的に整備しているものの未整備地域が多く、林道路網整備が

今後の課題である。 

 

（ウ） 水産業 

従来から、小国川のアユを中心とした内水面漁業が行われてきたが、これらの河川水産業を営む者は少な

く、趣味・レジャーといった娯楽面での活用が大部分である。特に最近の釣りブームの影響で、釣り目的で訪

れる町外からの観光客が年々増加している。その需要に応えるためにも、釣り人が最上町の河川を満喫でき

るような魚族資源の保護と美しい河川環境づくりを行っていく必要がある。 

一方、内水面養殖業をみると、中核をなすのはイワナであり生出荷が大半を占めている。今後も安定した経

営を維持するため、これに燻製加工を施すなど付加価値を加えた形での製品づくりを行うことが必要である。 

また､振興策として、温泉資源を利用したアユの中間飼育に取り組んでおり、稚魚の放流量の増加や成魚を

流通させていくことが課題となっている。さらには、山形県が開発したご当地サーモンのニジサクラの養殖等、

魅力ある内水面漁業の推進を図り、今後、観光業と連携した施策が求められる。 

 

 （エ） 地場産業の振興 

近年、未活用の豊かな自然資源が注目され、温泉を利用した内水面漁業の振興や農産物の加工施設整備、

湧水を活用した岩魚養殖などが推進されてきた。他にも、前森高原では、農産物の直売や手づくりのハムや

ソーセージ、アイスクリームなどの製造・販売が行われているほか、農業生産グループによる産直施設での物

販活動の活発化や稲作の転作田を利用したソバ生産の拡大化が顕著である。 

今後は、販売拡充のための一般流通経路の開拓と新規商品開発を、ＪＡや農家・業者・行政との連携を図り

ながら継続発展していくことが求められる。また、ＰＲと販売を兼ねたイベント開催や生産・加工・販売などを総

合的に行う産業の形づくりを進めるとともに、関連施設の整備を図っていく必要がある。 

本町経済の重要な牽引役を担ってきた建設業については、近年の公共事業の減少により異業種への進出

も見られる。今後、建設業における若者の雇用とあわせ新分野への進出を推進していく必要がある。 
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さらに、本町においても近年の高齢化社会に対応した各種福祉施設や健康づくり施設等の整備が進み、重

要な雇用の場につながっていることから、新たな「福祉産業」とも言える分野が生まれており、コミュニティビジ

ネスの分野との連携を図りながら、活性化に結び付けていく必要がある。 

あわせて、地域のニーズや課題を事業機会として捉え、町民自らが主体的に自分たちのアイディアと地域

資源を活用して新たな事業創出を図ることが求められている。そのために地域密着型のビジネスであるコミュ

ニティビジネスの起業家を支援する施策の展開が必要である。 

 

（オ） 商業の振興 

本町は、盆地という地理的環境や交通網の未整備などといった諸条件により、これまでは比較的独立性の

高い商業圏が形成されてきたが、近年の交通通信網整備の発展によりその状況に変化が訪れている。 

消費動向の多様化は、消費者を町内の中心商店街から、近隣では新庄市や山形市を中心とする村山地域、

さらには仙台圏域などへまで向かわせている。これに加え、昨今の景気低迷と新型コロナウイルス感染拡大

の影響による売上げの落ち込みは大きく、町内の商店は厳しい状況に立たされている。 

現在、規制緩和に伴い郊外型の大型店進出が増加傾向にあるが、こういった動向を把握しながら、大型店

には無いそこの店に行かなければ買えないなどの特化した品揃えといったものを商店街全体で追求し、少子

高齢社会に合わせたサービス提供やバリアフリーなどの環境整備、ＩＣＴを活用した販売・情報提供システム

の構築といった「魅力ある商店街づくり」を積極的・計画的に進めていく必要がある。 

近年、中心商店街は、商店の経営主だけでは継続的な活性化の取り組みができなくなってきていおり、一

番大きな問題である担い手不足が特に深刻で、新しい経営者による店舗の継続利用なども考えていかなくて

はならない。地域や団体と連携した活性化の手法を検討し取り入れていく必要がある。このことから商店街全

体の集客力強化につながる仕掛けと施設整備が求められる。 

 

（カ） 企業の誘致対策 

かつて本町の工業の中心は、豊富な森林資源を活用した小規模な製材業であったが、国内の林業経営不

振が続いたために衰退し、その後は縫製､弱電などの製造業を主とする企業が誘致され就労の場が広がった。 

しかしながら、近年の社会情勢により廃業する企業も相次ぎ、製造業を含め町内企業の情勢は極めて厳し

い状況にあり、事業拡大や設備投資に踏み切れない企業も多いため、「企業立地促進条例」を施行し、企業

の誘致や起業の促進支援とともに、既存起業の施設等の増設にも支援を行い、事業拡大と雇用の増進を図っ

ている。また、求職者に対し、町内企業の魅力も含めた積極的な情報発信や人材育成支援など雇用創出に

向けた継続的な支援を図っていく。 

今後は、従来の形にとらわれない積極的な起業の促進、企業の誘致、地場産業の情報提供と育成強化等

の施策の展開が必要である。また、若者の定住化を図る目的でも、雇用の場の拡大・確保を広域的な形も含

めて取り組んでいくことが必要である。 

 

（キ） 起業の促進 

過疎地域における企業等の新規創業は、過疎地域の経済の活性化、内発的発展に極めて重要であり、ま

た、地域住民の就業機会を確保していく上でも重要である。異業種間交流の活発化により、新たな商品や

サービスの開発・販売（提供）の促進がなされることで、新規創業につながることが期待できる。このため、地

域資源の高度利用と農観商工連携、さらに産学官金連携によるワンストップ型の支援体制の整備が必要であ

る。また、地域の商工団体とも連携しながら、新規創業等に関するセミナーや研修会などを積極的に開催し、
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実践的な知識やノウハウの提供、起業に対する意識啓発など、気軽に情報収集や相談ができる窓口機能の

充実を図っていく。 

次に、ＮＰＯ、企業、商工団体、大学、行政などの協力・支援のもとに、子育てや介護などの地域課題の解

決や地域資源を活用して地域の活性化をめざすコミュニティビジネスの創出を促進する。意欲ある人材の育

成と、事業の創出から経営の安定化まで一貫した支援をしていくとともに、多くの住民が関わりながら地域一

体となって支える体制づくりを促進する。また、事業開始に必要な資金の確保に向け、国における各種制度

や県における信用保証制度、融資制度の活用を推進するとともに、本町独自のきめ細やかな支援を図ってい

く。 

 

イ 中小企業者に対する情報の提供 

本町の農林水産業を除く産業の中心は、製造業と建設業が主であり、次いで観光業に携わるサービス業となっ

ており、近年の度重なる災害と新型コロナウイルス感染拡大により、景気が大きく落ち込む状態が続き、経済情勢

は依然として厳しい状況であり、企業における設備投資や業務拡張に支障をきたしている。また、商業、工業とも

に事業主の高齢化が進んでおり、暮らしのスタイルが変化するなかで、後継者を確保し、事業を承継していくため

の支援が求められ、また、急激な人口減少により、従業員不足や従業員の高齢化など、今後の労働力確保も懸念

されていることから、中小企業への経営支援にかかる積極的な情報提供が求められている。 

 

ウ 観光の振興及び交流の促進 

本町では豊かな温泉資源を活用し、古くから赤倉温泉・瀬見温泉を中心とする湯治場が栄え、長年にわたり温

泉観光が産業部門に大きな位置を占めてきた。しかしここ数年は、観光客の志向が大きく変化してきたため従来型

の大型バスによる団体観光客は減少を続け、町内の旅館業は廃業や経営委譲、設備投資の差し控えを行うといっ

た現状にある。この状況を打開するため、観光客のニーズを考慮した新たな観光のスタイルを確立する必要がある。 

本町には温泉資源の他にも、おくのほそ道や義経弁慶伝説などにまつわる歴史的観光資源や乗馬やアウトドア、

陶芸などが楽しめる体験型観光を主とした前森高原など、充実した観光が可能となる資源が数多くある。この豊か

な自然を生かした、魅力ある体験型観光地域及び屋根のない田園空間博物館を形成するとともに、それらを生か

すことのできるイベントの開催と各種メディアを活用した情報発信による誘客戦略を図る必要がある。 

また、令和５年インターハイの会場となり、また令和６年の国民スポーツ大会が開催された赤倉温泉スキー場に

ついては、スキー合宿などの誘客対策で利用者の拡大に向けて取り組むとともに、夏季利用や赤倉温泉を含んだ

形での活性化が行われるようハード・ソフト両面からの施策が必要とされている。 

さらに、東北中央道の高速交通整備に合わせ、令和 5 年度に開設された「道の駅もがみ」により、これまで以上

に他地域との人・物・情報の交流が活発化することが予想される。町を他に強くアピールし我が町の「みちのく風情

あふれるおもてなし」により、訪れた観光客が高い満足度を覚え、リピーターや関係人口として定着する図式を具

現化していきたい。そのためにも、魅力ある観光地となるべく、観光業と他の第一次・第二次産業との連携を強化し

た総合産業を推進するとともに、子どもから高齢者、障がいを持った方などあらゆる人々が楽しめる観光地づくりと

して、広域観光と体験型観光ルートの開発が必要である。 

 

エ 就業の促進 

最上管内の雇用情勢は、平成 27 年度以降の有効求人倍率が１倍を超える状況が続いており、多くの業種で人

手不足が生じていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、有効求人倍率は低下する状況となっている。新

型コロナウイルス感染症拡大前の状況では、雇用したい企業と求職者の望む働き方にズレが生じている状況にあ
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り、町内の雇用を安定させて行くためには、求職者への企業の情報提供と、若者や進学で転出した学生に町内企

業へ就職を促していく必要がある。そのためには、町内企業の魅力発信とマッチング支援などを推進していく。 

また、町内企業では外国人研修制度の増加と、高齢者や障がい者の雇用が促進されるなか、誰もが十分に能

力を発揮し、生き生きと働ける環境への支援が求められている。 

 

（４） その対策と目標 

 

ア 農林水産業その他産業の振興 

 

（ア） 農  業 

本町の農業の持続的発展に資するため、農業生産基盤の整備や水田畑地化の推進等を進め、社会や消

費者ニーズに対応した畑作・園芸・菌茸・花卉・畜産業の振興を図り、効率性・生産性の高い農業を確立すると

ともに、手間暇をかけたこだわりの農業生産を推進し、農業・農村全体の所得の向上と豊かな農村社会の継承

を図る。 

また、併せて「利益ある農業」を追求するため、多様な農業経営体の組織化・法人化を推進し、新規就農者

と地域農業の担い手を育成し、意欲ある農業者が農業を継続できる環境整備を推進する。 

○ 稲作の振興を図り競争力の高い付加価値をつけた魅力ある米づくりを進める。また、経営体等の経営基盤

の整備を支援する。なお、令和９年度から水田政策の大幅な見直しが予定されているため新たに示される政

策・制度に対応していく。 

○ 稲作の振興と併せて、ソバ、大豆、飼料用作物、稲WCS等の土地利用型農業振興策を展開する。 

○ 転作田を活用した園芸作物の推進と周年農業を目指した菌床・花卉振興のため、園芸ほ場や施設の充実

と、各生産組織と連携した生産技術の研鑽や普及対策、更には価格変動や災害による影響を緩和する対策

を講じる。 

○ 畜産飼料の自給率の向上、家畜排せつ物利用による有機質土づくりを進めるとともに、ブランド化と畜産生

産拡大を進める。 

○ 前森牧場の活用策に見直しと検討を加え、効率的かつ生産性を向上させる体制を整備する。 

○ 農業生産土地基盤の整備を推進し、園芸作物の推進と農地の集積化を図る。 

○ 日本型直接支払制度を活用して、豊かな農村社会の維持・継承と地域の担い手育成を進める。 

○ 農業従事者の高齢化と担い手不足による離農者の急増に対処するため、中核的担い手への経営基盤支

援策と新規就農者対策を進めて、離農による農地の荒廃を防止し、園芸作物生産に適した優良な農地につ

いては、農地の継承を推進する。 

○ 集落営農の組織化や多様な農業の法人化を進め、地域農業の振興と効率的な農業経営を推し進める。 

○ 耕畜連携をとおした有機農業の推進拡大や農産物の安全生産対策に取組み、食の安全・安心を推進する。 

○ 近年増加傾向にある鳥獣による農作物被害防止策を図るため、電気柵・防護柵の設置や狩猟免許の取得

を推進する。 

○ 地域特産物の開発と山菜の生産拡大・推進を図る。 

〇 東北農林専門職大学と連携を図り、生産技術向上や担い手育成を行い農業振興を図る。 

 

（イ） 林  業 

森林のもつ公益的機能を増進し、恵まれた木の生活文化を振興するとともに、森林資源の保全と林業生産
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基盤の調和ある整備を進め、森林資源の有効活用を図る。 

○ 作業道、林道の生産基盤の整備を進め、保育から間伐材搬出など林業生産活動の有機的、一体的な整備

を図る。 

○ 複層林施業、育成天然林施業を実施するとともに森林施業の共同化・協業化を進め、林業経営の合理化を

図る。 

○ 森林の多面的機能の啓発と環境学習をとおし、森づくりへの積極的な住民参加を推進する。 

○ 森林資源の利用拡大にむけた調査研究を進める。 

○ 木質資源を燃料とするバイオマスエネルギー利活用事業を始め、木材のカスケード利用を促進する支援

策を講じつつ、間伐事業と林道路網整備を推進する。 

〇 町内産材の利用を促進するため、公共施設をはじめとして木質化を推進する。 

〇 東北農林専門職大学と連携を図り、作業技術向上や担い手育成を行い林業振興を図る。 

 

（ウ） 水産業 

内水面養殖業の生産から販売までの体制確立と、魚族資源の保護育成を進めるとともに、河川を活用した

健全なレクリエーションの場の創設に努める。 

○ 河川からの水揚げや内水面養殖生産量の拡大とその加工を進め、水産業製品の地元消費をはじめ流通

消費の拡大を推進する。 

○ 最近における河川水産業は娯楽的性格が強いため、環境保全に配慮しながら観光的利用を推進する。 

○ 小国川の魚族資源の保護育成と魚道整備等を進め、優良漁業の確保を図るとともに、安全な河川環境整

備を推進する。 

〇 最近増加しているカワウによるアユの食害対策を関係機関と連携し推進する。 

 

（エ） 地場産業の振興 

本町の産業振興の力が発揮され、資源が活用されるような地場産業、特産品の開発・振興に取り組み、併

せてイベントなどを通した宣伝活動を充実していく。 

○ 地域資源を生かした地場産業の確立にむけて、「農観商工」と「産学官金」の連携による創業支援とワンス

トップ型の支援組織の確立を図る。 

○ 個性ある特産品の開発のため調査研究を進めるとともに、物産展、イベントなどに積極的に出品し、宣伝活

動を充実させながら、販売の拠点の拡大に努める。 

○ 地域の資源を活用した新たな地域産業を創出することで、就業の創出と雇用の安定化を図る。 

○ 森林資源、地場産品を活用した民芸品の掘り起しや食品産業の振興を図るとともに、販路の確保や高齢者

の生きがい対策など総合的な観点からからも特産品づくりを進める。 

○ 再生可能エネルギーの産業化を図り、木質バイオマスにとどまらず、幅広いバイオマス利活用を通して事

業展開を進める。 

○ 新たな地域産業を創出していくために、土壌、気候、生産技術、販路、価格などの基礎調査や試験栽培を

通して実現性を十分に検討していく。 

○ 地域資源を活用した産業や人材育成、都市と農村との交流を推進し、地域活動の活性化の拠点施設ともな

る、みつざわ未来創造館らいずの長寿命化を図り、維持修繕や改修を実施していく。 

○ 産業振興の拠点である産業振興センターの長寿命化を図り、施設の維持修繕や改修を実施していく。 
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（オ） 商業の振興 

中心商店街としての機能向上、質・量的商業集積を高め、魅力と楽しみのある買物環境をつくり出す。また、

既存企業の体質強化を図るとともに企業誘致や新たな起業の促進を行うための環境整備を進める。 

○ 住民の生活視点を重視した中心商店街の環境整備を図る。 

○ 商店の自助努力による売り場の充実、経営指導の強化、商店主の経営研修機会の拡充を進める。 

○ 地域のニーズや課題を事業機会として捉え、町民のアイディアと地域資源を活用して「ビジネス」として解

決する地域密着型のコミュニティビジネスの起業を支援していく。 

 

（カ） 企業の誘致対策 

企業の立地は、雇用の確保や町財政への効果も大きいことから、既存産業の振興とともに、国道４７号の整

備などを活かして、優良企業の誘致に引き続き取り組んでいく。 

○ 立地企業への優遇策を充実するとともに、ＰＲ活動の強化・充実を図り企業誘致を推進する。 

○ 融資制度や経営相談機能を強化し、中小企業の経営安定化を図る。 

○ 戦略的な誘致活動による企業の立地促進を図る。 

 

（キ） 起業の促進 

地域資源の利活用や異業種間交流を図りながら、新たな商品・サービスの開発を可能にし、新規創業を推

進する。 

○ 農観商工連携と産学官金連携により、起業家に対する支援の充実と支援体制の整備を図る。 

○ 地域ブランドの開発及び販路拡大にむけた研究を支援する。 

○ 地域課題解決型のコミュニティビジネスの創出にむけた支援とリモートワーク環境の整備を強化する。 

○ 遊休公共施設などを活用し、Ｕ・Ｊ・Ⅰターンを含め、若者の就業ニーズに対応できる企業誘致を積極的に

行い、定住化の促進を行うとともに経営者にとって魅力ある起業環境となるよう関係施設の整備を図る。 

 

イ 中小企業者に対する情報の提供 

中小企業者への経営支援に係る情報提供を促進させ、中小企業の活性化を推進する。 

○ 経営支援に係る補助事業等の情報提供を推進する。 

    

ウ 観光の振興及び交流の促進 

地域にある様々な分野の素材が、観光レクリエーションの対象としての可能性を持っており、現在未活用の素材

を活かす観光資源を探っていくとともに、関係施設の整備を行い、本町のみに留まらない広域観光ルートの提案

を行っていく。さらに、観光ガイドやネイチャーガイド、旅行観光業従事者の育成強化をねらいとする各種のスキル

アップ事業に取り組んでいく。 

○ 地域のあらゆる資源に着目し、未活用の観光資源の開発整備を図る。 

○ 観光産業への支援策として、関係団体の観光活動への支援を行う。 

○ 東北中央自動車道の全線開通に鑑み「道の駅もがみ」の運営強化を図る。 

○ 農林水産業や商工業との連携を強化し、着地型観光の推進にむけたソフト開発と人材育成を図る。 

○ 赤倉・瀬見の両温泉街を核としながら、歴史的資源を生かしたイベントの開催や地域産品料理などの充実を

目指し誘客を図る。 

○ 赤倉温泉の地域特性を活かした交流観光推進施設である赤倉ゆけむり館の維持修繕を実施し、赤倉温泉及
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び観光入れ込み客の拡大を推進する。 

○ 赤倉温泉スキー場の維持修繕、改修や設備の更新を行い、町技であるスキーの振興と誘客の拡大を図るとと

もに、各種スキー大会会場としての利用促進を図る。 

○ 本町のグリーンツーリズムの拠点である前森高原について、魅力ある施設の整備とソフト開発を図るとともに、

自然を生かした美しい景観づくりを進める。 

○ 観光ガイドやネイチャーガイド、旅館観光業従事者の育成強化事業を行う。 

○ 魅力ある体験型観光地域及び自然学習圏の形成の一環として、最上白川、最上小国川沿いに遊歩としての

サイクリングロード・遊歩道の整備を図る。 

○ 最上小国川未来振興機構による最上小国川の治水対策による安全安心の確保と流域の地域振興を図るため、

機構による振興計画を推進する。 

 

エ 就業の促進 

○ 町内企業の魅力を発信し、若者にとって魅力があり、働きがいのある雇用の場を目指す。 

○ 職業能力強化と就労者福祉を推進し、雇用の安定を図っていく。 

○ 働き方改革による雇用環境の整備を促進する。 

○ 性別、年齢、国籍等の差別のない雇用支援を行う。 

 

   オ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

農業生産額 58.1億円 60億円 

新規就農者 25人 30人 

銃猟免許取得者数 29人 34人 

観光客入込数 85万人 98万人 

 

（５） 計  画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 
(１) 基盤整備 

農 業 
水田畑地化基盤強化対策事業 最上町  

  農業基盤整備事業 
山形県 
最上町 

 

  農業用水確保対策事業 最上町  

  簡易排水対策事業 最上町  

  ソバ汎用コンバイン・選別計量機等 
整備事業 

最上町  

 林 業 林道開設等支障木伐採収集事業 最上町  
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 水産業 
稚鮎等放流業及び鮎等増殖 
支援強化事業 

最上町  

 （3） 経営近代化施設 
農 業 

強い農業・担い手づくり総合支援事業 最上町  

  みどりの食料システム戦略構築事業 
最上町・ 
個人・団体 

補助 

 林 業 森林林業再生事業 個人・団体 補助 

 （6） 起業の促進 農観商工ビジネスチャンス支援事業 個人・団体 補助 

 （9） 観光又はレクリエーション 親水空間整備事業 最上町  

  富沢地区本城堰取水堤魚道設置事業 山形県 負担 

  道の駅整備事業 最上町  

  赤倉温泉スキー場整備事業 最上町  

  赤倉ゆけむり館整備事業 最上町  

  河川ライブカメラ設置事業 最上町  

  堺田分水嶺観光設備整備事業 最上町  

 (10) 過疎地域持続的発展特別事業 
    第１次産業 

経営所得安定対策事業 最上町  

  農業経営基盤強化促進事業 最上町  

  未来を育む農業担い手育成支援事業 最上町  

  多様な農業経営体組織化推進事業 最上町  

  担い手経営支援利子補給事業 最上町  

  新規就農者育成総合対策支援事業 最上町  

  新規就農者育成支援事業 最上町  

  機構集積協力金交付事業 最上町  

  農地集積・集約化対策推進交付金事
業 

最上町  

  農業振興育成対策事業 最上町  
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  畜産振興事業 最上町  

  畜産・酪農収益力強化整備等特別対
策事業 （畜産クラスター事業） 

個人・団体 補助 

  畜産生産持続強化支援事業 個人・団体 補助 

  採草・放牧事業（機械・施設整備含む） 最上町  

  園芸やまがた産地発展サポート事業 団 体 補助 

  園芸産地生産基盤パワーアップ 
支援事業 

団 体 補助 

  いきいきハウス活用事業 最上町  

  中山間地域等直接支払交付金事業 最上町  

  多面的機能支払交付金事業 最上町  

  環境保全型農業直接支払交付金事業 最上町  

  鳥獣被害防止総合対策交付金事業 最上町  

  有害鳥獣被害対策推進事業 個人・団体 補助 

  魅力ある米づくり推進事業 最上町  

  ソバ消費拡大事業 最上町  

  ソバ収穫調整受託事業 最上町  

  地産地消推進事業 最上町  

  内水面漁業等振興事業 最上町  

  森林整備地域活動支援事業 最上町  

  緑環境保全事業 最上町  

  山の幸振興対策事業 個人・団体 補助 

  森林保全推進事業 
最上町 
個人・団体 

補助 

  農山漁村活性化交付金事業 
最上町 
個人・団体 

補助 

     商工業・6次産業化 特産品開発支援事業 最上町  
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  名古屋アンテナショップ整備委託事業 最上町  

  おいしい最上販路開拓事業 最上町  

  勤労者生活安定資金貸付事業 最上町  

  商工業振興補助金交付事業 商工会 補助 

  信用保証協会保証料給付事業 最上町  

  中小企業運転資金利子補給事業 団体 補助 

  もがみ人材育成事業 個人 補助 

  魅力ある地域資源活用創出事業 最上町  

  雇用創出支援事業 最上町  

  産直施設活性化事業 最上町  

 観 光 最上町観光協会補助金交付事業 観光協会 補助 

  観光宣伝・誘客事業 最上町  

  教育旅行誘致事業 最上町  

  国際交流観光推進事業 団 体 補助 

  各種観光団体活動支援事業 団 体 負担 

  旅行地周辺道路沿い整備事業 最上町  

  登山道整備事業 最上町  

  道の駅運営事業 最上町  

  前森高原施設運営事業 最上町  

  赤倉温泉スキー場運営事業 最上町  

  内水面観光振興事業 最上町  

 企業誘致 企業立地促進事業 個人・団体 補助 
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  企業誘致促進奨励事業 団 体 補助 

 その他 地籍調査事業 最上町  

 基金積立 森林環境譲与税基金積立 最上町  

 （11） その他 みつざわ未来創造館らいず整備事業 最上町  

  産業振興センター整備事業 最上町  
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（６） 産業振興促進事項 

     

   ア 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備考 

最上町内全域 
製造業、旅館業、農林水産物

等販売業、情報サービス業等 
令和３年４月１日～令和８年３月 31日 

 

 

   イ 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

 

    （ア） 製造業 

平成28年の経済センサス・活動調査によると、町の製造業数は 35事業所となっている。地域資源を活用

した食品加工や、高度な技術を持った精密機器の製造、プラスチック容器の製造など多様な製造業が営まれ

ており、当町の雇用の創出という面で地域経済に大きく貢献している。 

さらなる地域経済の活性化のため、新たな商品開発、技術開発やブランド化にむけて支援をしていく。 

 

    （イ） 旅館業 

当町では、古くから湯治場が栄え、赤倉温泉・瀬見温泉・大堀温泉と３つの温泉があり、旅館業も主力産業

として地域経済を牽引してきた。しかしながら、昨今、団体旅行から個人旅行が中心となる観光スタイルの変

化による影響から、年々観光客は減少傾向となっている。今後は社会構造の変化やインバウンドの推進も見

据え、観光客が利用しやすい施設整備の推進と継続的な施設運営の支援をしていく。 

 

    （ウ） 農林水産物等販売業 

現在、本町における農林水産物等販売所は、５団体で事業展開されている。また、それらを下支えする生

産者グループも定着し、それぞれの地域特性を活かした地域密着型の産業に発展してきている。なかには、

町のふるさと納税返礼品に寄与する特産物や昔を懐かしむ忘れられない味の伝承など、産直活動を通じた

地域の活性化に欠かせない産業となっている。 

しかしながら、消費者ニーズの多様化により、農産物や特産品の品揃いに乏しく、特に冬季における活動

は限定的で、新たな起爆剤となりうる事業展開が求められている。また、６次産業化を実践してきた各団体の

高齢化と後継者育成、新生活様式に対応した販路の拡大、新たな作物の導入等を図りながら、地場産品の付

加価値を向上させ、最上町産ブランドの確立を目指す。 

 

    （エ） 情報サービス業等 

当町において、現在情報サービス業等に属する事業所は存在しないが、既設の光ケーブルによる高速通

信網が町内全域に整備されていることから、地理的条件が比較的少ない業種であり、今後は情報サービス業

等のサテライトオフィスの誘致やリモートワーク環境整備などの推進を図っていく。 

 

（７）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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４ 地域における情報化 

（１） 地域における情報化の方針 

近年、高度情報化の進展に伴い、企業・団体の業務の効率化が進み、また個人においてもスマートフォンやタ

ブレット型端末が急速に普及したことで、情報の取得がより手軽に行えるようになり、同時に行政が提供するサービ

スのオンライン化が進んでいる。 

コロナ禍におけるデジタル化の急速な進行と新たな働き方の導入が進み、過疎地域であっても働きやすい環境

整備と、ＡＩ・ＩｏＴ・５Ｇなどのデジタル技術の導入が求められている。今後は光ファイバー網を有効に活用しながら、

教育や産業、医療・福祉など、あらゆる分野でのデジタル化の推進を図るとともに、積極的なＩＣＴの活用により、地

域経済の活性化や雇用の創出、農林業の生産性や所得の向上、担い手の育成などを支援していく。また、マイナ

ンバーカードを活用した行政手続きの電子化の推進と住民サービスの向上を図っていく。 

併せて、広報紙や町ホームページの充実を図るとともに、ＳＮＳなどのメディアの活用により、積極的な情報発信

を図りながら、町内外との情報の共有化を推進していく。 

 

 （２） 現況と問題点 

     

   ア 電気通信施設の整備 

本町の防災行政無線は、電波法改正により、電波の送信形態をアナログ方式からデジタル方式への転換が

必要となったため、平成 30 年度から令和２年度の３か年で設備のデジタル化を実施した。また、近年の高気密

住宅の増加等に伴い、室内での聴取が困難な世帯が出てきているため、室内用の戸別受信機とスマートフォン

やタブレット端末に文字情報を伝達するアプリケーションの普及促進を図っている。 

通信網の整備については、平成 25年度に光ファイバーによる高速通信網の整備を行い、町内全地域におい

て超高速・大容量のインターネット利用の環境が実現した。これにより情報地域格差の解消が図られたが、今後

は加入者や利用者の拡大と、過疎地域であっても働きやすい環境を整え、新たに働く場を創出するため、デジ

タル技術を活用できる人材の育成と確保が必要である。 

町内の主要施設及び避難所には、無線 LANによるフリーWi-Fiを利用できるインターネット機器を導入し、有

事においても常に住民が必要な情報を取得できるよう環境整備を行った。 

また、テレビについては、個人住宅によるアンテナ受信と山地の地形的な理由により集落等による共同受信

施設による受信があり、共同受信施設での受信が町の６割程度を占めていることから、災害に強い施設にしてい

く必要がある。 

 

イ 情報化の推進 

本町では平成 29年 3月に改訂した第３次地域情報化計画のもと、行政と地域が一体となって ICTを総合的・

効果的に活用し、住民生活の質の向上を図る取り組みを行っている。 

令和元年に施行された、「デジタル手続法（デジタルファースト法）」により、電子自治体の推進が図られ、行政

手続きの電子化について、自治体に努力義務が課された。 

本町においても、地域福祉、産業や教育など多様な分野におけるデジタル化を推進し、さらなる町民サービ

スの向上と行政運営の高度化・効率化をより一層推進するため、セキュリティ対策を講じながら、既存システムの

見直しと新規システムの計画的な導入を進めていく。 

 



－ 36 － 

 （３） その対策と目標 

 

ア 電気通信施設の整備 

○ 防災行政無線施設の定期点検を実施し、修繕及び改修を行いながら、安定的で迅速な情報発信に努める。 

○ 公共施設等への公共無線ＬＡＮの整備について、維持管理を行いながら、安定的な情報通信を推進する。 

○ 防災行政無線アプリの普及啓発を図る。 

○ 光回線の接続について、普及啓発を図る。 

 

イ 情報化の推進 

○ 住民サービスの向上と情報保護及び行政運営の効率化を目指し、行政システム等のクラウド化を推進してい

く。 

○ ICTを活用した満足度の高い行政サービスの最適化と利便性の向上を図る。 

○ 新庄最上定住自立圏形成協定に基づく、圏域マネジメント能力の強化に係る情報の共有・発信分野事業に

ついて圏域市町村と連携により推進する。 

 

ウ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

ホームページへの年間アクセス件数 241,420件 265,000件 

防災無線アプリ登録件数 2,300件 3,000件 

 

 （４） 計  画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

３ 地域における 

情報化 

（1） 電気通信施設等情報化のため 
の施設 

防災行政用無線施設 

防災行政無線施設修繕及び 
改修事業 

最上町  

 
ブロードバンド施設 公共無線ＬＡＮ整備事業 最上町  

 （2） 過疎地域持続的発展特別事業 
情報化 

デジタルトランスフォーメーション 
推進事業 

最上町 
 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１） 交通施設の整備、交通手段の確保の方針 

これまでの過疎対策において、地域内あるいは都市地域との交通確保における格差是正を重視した結果、町道

等の整備は着実に進んできたが、冬期間の安全確保にむけて国道、県道、町道における防雪柵等の設置及び流

雪溝等の整備を早急に進める等、少子高齢化社会に対応できる社会生活基盤づくりを積極的に進めていくことが

必要である。 

新たな交流や生活を支える道路交通網体系では、基幹道路である国道４７号、県道における主要地方道及び一

般県道はほぼ整備済みとなっているが、県道において県境の山間部と集落の一部が未改良である。また、宮城県

境付近の国道４７号の改良が未整備であるため、県道整備と併せて、全線早期整備にむけた促進が必要である。 

町民の生活実態に即した公共交通体系の整備では、町内全域を対象とした予約制乗合バス（デマンド型）の運

行を実施している。 

 

（２） 現況と問題点 

 

ア 国県道及び町道の整備 

道路については、町の中央部を横断する国道４７号が１路線、主要地方道２路線、一般県道５路線、各級町道

172路線からなり、国道４７号を基幹に枝状の道路網を形成している。 

整備状況としては、国道は改良・舗装率とも 100％であり良好な状態にあるが、主要地方道はなお一層の整備

促進を図る必要があり、未整備部分が残る一般県道についての整備も大きな課題となっている。 

一方、町道については、１級町道の改良率は 94. 7％、舗装率 97. 2％、２級町道は改良率が 80.7％、舗装率

86.0％と整備は着実に進んでいる。しかし、住民に最も身近な生活路線である、その他の路線は、集落地域から

外れている部分が多いこともあり、改良率 57.1％、舗装率 67.5％と低い整備状況にあり、集落内の道路整備と併

せて整備促進を図っていかなければならない。 

【道路整備状況】 

区分 路線数 実延長(m) 改良済延長(m) 改良率(％) 舗装済延長(m) 舗装率(％) 

国道 1 23，960 23，960 100.0 23，960 100.0 

県道 7 54，315 30，558 56.3 37，833 69.7 

町道 172 128，859 88，868 69.0 98，964 76.8 

内 

訳 

町道 1級 13 22，325 21，139 94.7 21，707 97.2 

町道 2級 17 29，063 23，459 80.7 24，983 86.0 

町道その他 142 77，472 44，270 57.1 52，274 67.5 

（令和７年 4月1日現在）  

また、町道の除雪体制は、年々充実・強化されてきており、令和７年度の除雪延長は 83.2ｋｍとなっている。し

かし、本町の冬期間の気象は降雪量が多く風が強いという特徴があるため、本町に多く見られる道路幅員の狭

い未改良路線では、集落内の機械除雪に十分な機能が発揮できないといった地区が多い。また、国道及び県

道における歩道除雪の問題も、冬期交通の安全確保の上で解決しなければならない課題である。加えて除雪

オペレーターの高齢化や担い手不足が深刻化してきている。 
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【町道除雪状況】 

除雪 

区分 

管理 

延長 

機械除雪 
内、歩道 

除雪 
消雪 駐車場 

路線 
延長 

内訳 
路線 延長 路線 延長 

内訳 
箇所 面積 

延路線 実路線 1級 2級 その他 認定外 1級 2級 その他 

直営 

除雪 

km 線 線 km km km km km 線 km 線 km km km km 箇所 ㎡ 

128.8 

35 32 20.2 7.6 2.0 10.4 0.2        6 14,000 

委託 

除雪 
142 129 58.5 14.6 16.0 22.1 5.8 8 4.3 3 0.2 0.1  0.1 18 9,200 

（令和 7年度） 

イ 農道、林道の整備 

農林道の整備は主に補助事業として進められてきたが、今後とも効率的な農林業経営のため、より一層の促

進が必要である。特に林道については、県代行事業を含め、林業振興のみならず、森林散策や森林環境教育

等にも活用できるよう路線を整備する。 

 

ウ  持続可能な地域公共交通体系の整備 

本町の鉄道路線はＪＲ陸羽東線が東西に走り、町内に７つの駅を有している。平成 11年12月には、山形新幹

線が新庄駅まで延伸され、東北新幹線の古川駅までと併せて陸羽東線を介した両新幹線へのアクセスが可能と

なった。観光客を含めた鉄道利用客の円滑な輸送を行い、山形・宮城両県域間の交流を図る意味でも新庄―古

川間を結ぶ直通便が重要である。また、身近な公共交通手段としてのバス運行については、山形交通バス路線

の廃止により、平成３年度から町営バスの運行が開始され、従来の運行路線を各集落まで拡大した。しかし、高

齢化の進展を踏まえ、安心して外出ができる環境整備のため、 

令和３年度より、町内全域を対象とした予約制乗合バスの運行を実施している。今後も地域住民の移動利便

性向上のために、車両の整備や運転手の確保に推進していく。 

 

（３） その対策と目標 

 

ア  国県道及び町道の整備 

○ 地域住民の交通手段を確保し、快適な利用環境が得られるよう関係施策を推進する。 

○ ダブルネットワークによる国道４７号及び高規格道路の整備と主要地方道、一般県道の整備促進を図り、広域

生活圏の確立並びに安全で安心な冬期交通の確保を図る。 

○ 町民の生活に最も身近な生活道路は、車道・歩道を含めた整備や維持修繕を進めるとともに、現在の道路網

を基本にした基幹循環道の整備拡充を進める。 

○ 高齢社会の進展にともない、克雪住宅や消流雪溝整備等、総合的な除排雪体系の確立を目指す。 

○ 道路事情にあった効率的な機械除雪を強化し、吹払柵等の防風雪対策の拡充や防雪林の活用を進めるとと

もに、農業用水の調整利用による流雪溝・側溝の整備を行い、流雪溝を中心とした克雪モデル集落づくりを進め

る。 

○ 町内を周回する道路形態をつくるため、集落間を結ぶ道路整備及び観光・レクリエーション基地を結ぶ道路

の整備を目指す。 
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イ 農道、林道の整備 

○ 円滑な農業生産活動が可能となるように、農道の整備を図っていく。 

○ 計画的な森林整備や効率的な林業経営にむけ、県代行事業を含め、基幹林道の整備及び維持修繕を図る。 

 

ウ  持続可能な地域公共交通体系の整備 

○ 地域活性化と利用者のニーズに応じた、予約制乗合バスの安定的な運用管理を行う。 

〇 将来を見据え計画的な車両の更新、運転手等の担い手の確保に取り組む。 

 

エ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

個別施設計画に基づく改修路線数 16路線 31路線 

予約制乗合バスの運行割合（全区域） 58.9％ 60.0％ 

 

（４） 計  画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の 
整備、交通 
手段の確保 

(1) 市町村道 
道  路  

町道上鵜杉中学校線道路改良事業 
Ｌ＝900ｍ Ｗ＝4.0（5.0）ｍ 

最上町  

 町道月楯向町線道路改良事業 
Ｌ＝1,150ｍ Ｗ＝5.5（7.0）ｍ 

最上町  

 
 

町道楯ノ内若宮線道路改良事業 
Ｌ＝360ｍ Ｗ＝5.5（7.0）ｍ 

最上町  

  
町道若宮最上温泉線道路改良事業 
Ｌ＝900ｍ Ｗ＝5.5（7.0）ｍ 

最上町  

  

町道野頭中線道路改良事業 
Ｌ＝180ｍ Ｗ＝4.0（5.0）ｍ 

最上町  

町道愛宕山駅前線道路改良事業 
L＝160ｍ W＝5.5（7.0）ｍ 

最上町  

町道向町駅前線道路改良事業 
L＝150ｍ W＝4.0（5.0）ｍ 

最上町  

町道湯ノ原末沢線道路改良事業 
L＝300ｍ W＝5.5（7.0）ｍ 

最上町  

  町道仲神小倉見線道路改良事業 最上町  

  町道山刀伐峠線道路改良事業 最上町  

  県道最上小野田線道路改良事業 山形県 負担 

  県道道路側溝整備事業 山形県 負担  
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  町道道路側溝整備事業 最上町  

  町道法田上線流雪溝整備事業 
Ｌ＝600ｍ  

最上町  

  町道赤倉線流雪溝整備事業 
Ｌ＝550ｍ 

最上町  

  
瀬見地区導水路整備事業 
Ｌ＝450ｍ 

最上町  

  町道舗装修繕事業 最上町  

  赤倉地区道路消雪事業 最上町  

  瀬見地区道路消雪事業 最上町  

 橋りょう 橋りょう修繕・長寿命化事業 最上町  

 その他 若宮地区排水路整備事業 最上町  

  

富沢地区急傾斜地対策事業 山形県 負担 

瀬見地区急傾斜地対策事業 山形県 負担 

瀬見地区内水対策事業 最上町  

 
 
(2) 農   道 

東部農道舗装事業 
Ｌ＝2,900ｍ Ｗ＝5.0（6.0）ｍ 

最上町  

  立小路、本城農道舗装事業 
Ｌ＝800ｍ Ｗ＝4.0（5.0）ｍ 

最上町  

 (3) 林  道 
林道奥の細道最上線整備事業 
L=3,949ｍ W=4.0（3.0）ｍ 

山形県  

  林道維持修繕事業 最上町  

 (8) 道路整備機械等 除雪機械整備事業 最上町  

 (9) 過疎地域持続的発展特別事業 
公共交通 

町道除雪事業 最上町  

  
道路橋長寿命化調査事業 最上町  

舗装長寿命化調査事業 最上町  

  予約制乗合バス 
運行管理事業 

最上町  

  予約制乗合バス購入事業  最上町  
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（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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６ 生活環境の整備 

（１） 生活環境の整備の方針 

少子高齢社会の進展にともない、｢安全で安心して暮らせる支え合いのまちづくり｣が、生活環境面での整備を

進めていくうえでの重要課題である。その具現化については、住民の生活目線に即した施策展開にくわえ、主体

的な住民自治活動との良好なる協働関係が不可欠である。 

この課題は、特に冬期間における生活環境のあり方に大きく影響するため、克雪・利雪対策においては、ハード

とソフトの両面から施策を展開していく必要がある。 

また、若年層を中心にした定住促進にむけて、良好な住宅地の提供や生活ライフライン等の身近な生活環境の

整備を図っていく。 

 

（２） 現況と問題点 

 

ア 住宅及び水の確保 

 

（ア） 公営住宅 

町の公営住宅施設は、１３団地９３世帯分があり高い利用率となっているが、現代における家族形態の変化や

将来に向けた若者定住化対策などを考慮すると、住宅のバリアフリー化や若い世代の生活様式を考慮した設計

など、時代に沿った公営住宅の建設と魅力ある豊かな住環境整備の検討が必要である。 

また本町は、全域が特別豪雪地帯に指定されており、冬期間の厳しい自然条件にあっても快適に生活できる

ような克雪型住宅と町内産材を活用した住宅の研究も併せて進めていく必要がある。 

 

 （イ） 水道施設 

本町の水道施設は、上水道６施設、小規模水道１施設となっており、普及率は微増ながら向上してきている。

しかしながら、少子高齢化により今後給水需要量は、年々減少傾向で推移すると予測されるなか、施設の老朽

化の進行や地震等の自然災害による破損リスクなどを考慮し、個別の状況に応じて優先順位を付け、計画的に

更新を進める必要があるため、料金改定を含めた財源確保が課題となっている。 

 

イ 汚水及び廃棄物の処理 

 

 （ア） 下水処理施設 

家庭の台所などから排出される生活雑排水や工場・事業所排水が公共水域に大量に流れ込み、河川などの

水質の低下を招く結果となっている。町内の河川は農業用水の水源として重要な役割を担っているほか、内水

面漁業にも利用されており観光資源としても大きな注目を集めている。その環境保全に積極的に取り組むため

にも、下水処理施設としての合併処理浄化槽の普及促進を図っていく必要がある。 

 

（イ） 廃棄物処理施設 

ごみとし尿処理に関しては、最上郡内８市町村が組織する最上広域市町村圏事務組合にて、広域的な共同

処理施設を設けている。資源循環型の地域社会を形成するための中心的な役割を担う施設として稼動している。

しかし、計画的に修繕が必要な時期を迎え、施設の長寿命化のための整備が必要となっており、ごみ減量施策
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を推進し、発生抑制と資源化の推進に努めていく必要がある。 

 

ウ その他快適な生活環境の整備 

 

（ア） 消防施設 

本町の消防体制は、広域消防本部東支署１・分団 13で構成され、消防団員については令和７年４月１日現在、

500 名の定員に対して 368 名となっており、減少傾向が続いている。社会構造の変化により団員の就業形態が

変化していることが理由として考えられ、各地域の日中の災害時には出動可能人員が少ない状況である。確実

な消防機能の確保と施設及び装備の充実が課題となっている。 

また、散在している集落の多い本町にとって、総合的な防災体制の充実及び防災意識の向上、組織体制の

育成強化を進めていくためにも自主防災組織の育成が急務である。 

 

（イ） 克雪、利雪及び親雪対策の推進 

冬期間でも安全で安心な快適な生活を実現し、雪と共生した活力ある生活環境を整備するために、行政と地

域住民が一体となった総合的・計画的な克雪対策の一層の充実と利雪・親雪対策を推進する。 

特に克雪住宅の普及促進、消流雪溝の整備など、きめ細かな除排雪体制の整備や行政と住民の連携による

雪に強いまちづくりを推進する。 

 

（３） その対策と目標 

 

ア 住宅及び水の確保 

 

（ア） 公営住宅 

○ 現在の公営住宅の長寿命化計画に基づき、施設の長寿命化を図る。 

○ 老朽化した公営住宅の改修を計画的に進める。現代の生活様式を考慮した住宅や魅力ある居住環境の整

備を図る。 

 

   （イ） 水道施設 

○ 年々減少傾向にある水需要対策として未契約者への啓蒙・普及の強化と、経営戦略に基づき、今後安定し

た経営を行うため、料金改定を実施する。 

○ 安全で良質な水道水を効率的に供給するため、関係施設の整備推進を図る。 

○ 未給水区域の解消を図るため、水道未普及解消などの事業を推進する。 

○ 水道施設設備の老朽化に伴い、水源地のポンプ交換等を計画的に実施していく。 

○ 各上水道施設間の配水区域を連結する。 

○ 新庄最上定住自立圏形成協定に基づく生活機能の強化に係る生活・環境分野の水道事業共同管理運営

事業について圏域市町村と連携し推進する。 
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イ 汚水及び廃棄物の処理 

 

（ア）下水処理施設 

○ 公共水域の水質保全、衛生的な生活環境づくりを行うために、公共浄化槽等整備推進事業により合併浄化

槽の普及を図り、清潔で住みよい環境の保全に務めていく。 

○ 下水処理施設設備の老朽化に伴い、電気・機械設備を計画的に修繕していく。 

○ 新庄最上定住自立圏形成協定に基づく生活機能の強化に係る生活・環境分野の下水道施設の共同管理

事業について圏域市町村と連携し推進する。 

 

（イ） 廃棄物処理施設 

○ 新庄最上定住自立圏形成協定に基づく生活機能の強化に係る生活・環境分野のごみ処理施設の共同管

理運営事業について圏域市町村及び最上広域市町村圏事務組合との連携を密にして、廃棄物の収集・処理

体制の整備充実を進め、ごみ減量化に向けた活動を行っていく。 

○ 地域・団体の衛生意識を高める施策を図り、町の美化運動を展開していく。 

○ 家庭雑排水対策を推進し、河川の浄化や環境汚染の防止に努める。 

 

ウ その他快適な生活環境の整備 

 

（ア） 消防施設 

○ 消防車両や消火栓などの消防施設整備を計画的に進めるとともに、各種訓練や講習を通して消防団員の

資質の向上及び育成を図る。 

○ 女性団員を中心とした火災予防運動、防火意識の高揚を図っていく。また、自主防災組織を効果的に機能

させるためにも、防災士等の育成に取り組み、地域での災害時の防災力の向上に努める。 

○ 災害時の避難場所の整備、食料や防災資機材等の備蓄を計画的に進め、災害への対応力を備えた環境

の整備を図る。 

○ 消防用施設の長寿命化対策を行いながら、維持修繕や改修を計画的に進めていく。 

 

（イ） 克雪、利雪及び親雪対策の推進 

○ 住民と行政との協働によるきめ細やかな除排雪体制の整備・運用を図る。 

 

エ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

合併浄化槽設置基数 805基 955基 

自主防災組織数 94％ 100.0％ 
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（４） 計   画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の 
整備 

(１) 水道施設 
上水道 

水道施設電気・設備改修事業 最上町  

  水源地井戸ポンプ交換事業 最上町  

  配水管布設事業 最上町  

  老朽管更新事業 最上町  

 (2) 下水処理施設 
公共下水道 

処理場施設電気・機械設備改修事業 最上町  

  管渠・マンホールポンプ改修事業 最上町  

  下水道管布設事業 最上町  

 農村集落排水施設 
下立小路地区農業集落排水施設・設
備改修事業 

最上町  

          その他 公共浄化槽等整備推進事業 最上町  

 (5) 消防施設 消防用施設整備事業 最上町  

  消防団車両整備事業 最上町  

  最上広域消防本部新庁舎建設事業 
最上広域
市町村圏
事務組合 

負担 

 (6) 公営住宅 公営住宅修繕・長寿命化事業 最上町  

 (7) 過疎地域持続的発展特別事業 
生 活 

新築住宅支援事業 個 人 補助 

 

 最上町住宅リフォーム支援事業 個 人 補助 

  木造住宅耐震診断改修支援事業 個 人 補助 

  克雪化住宅支援事業 個 人 補助 

  公営住宅長寿命化計画策定事業 最上町  

  雪対策総合交付金事業 個 人 補助 

  
雪国の生活にやさしいまちづくり 
支援事業 

社会福祉 

協議会 
補助 
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 環 境 ごみ減量化促進対策事業 最上町  

  最上広域衛生施設設備更新事業 
最上広域
市町村圏
事務組合 

負担 

 防災・防犯 消防団員安全装備品整備事業 最上町  

  自主防災組織育成事業 最上町  

  地域防災リーダー育成事業 最上町  

 基金積立 公共施設等適正管理基金積立 最上町  

 （8） その他 水道未普及地域対策事業 最上町  

  

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１） 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針 

令和７年３月に策定された「第３次もがみすこやか子どもプラン」では町の子ども・子育てに関する基本理念を

「子どもすこやか ささえあい 安心子育て（ち）のまち もがみ 」としている。子どもたちの健やかなる育ちを第一

に据え、町や地域が子育て家庭に寄り添い、子育ての負担や不安、孤立感を和らげる支援が必要である。各家庭

における多様な「希望」が叶えられる社会を目指すため、子育て支援環境の充実を図っていく。子どもたちが健や

かに生まれ、豊かな環境の中でのびのびと育つことで、郷土愛を育み、町に住み続けたくなるよう、地域全体で子

どもの育ちと子育てを支援するための指針となる「子育ち憲章」を制定し、子育て環境を整える。 

本町の高齢化率は 44.4％（令和７年４月現在）となっており、この比率は年々上昇している。本町では、健康と福

祉の町づくりを礎とした｢ウエルネスタウン構想｣を策定し、これを基に保健・医療・福祉・介護の連携による「最上町

地域包括ケアシステム」を構築し、種々の施策に取組んでいる。また、「最上町高齢者保健福祉計画」及び「最上町

介護保険事業計画」、「ウエルネスタウン最上２１」の各計画に基づきながら、高齢者が地域社会のなかで生きがい

を持って生活できる環境づくりをすすめるとともに、心身の機能を維持しできる限り自立した生活を送れるよう、保

健・医療・福祉・介護関係団体及び住民が一体となって施策の展開を図ってきた。今後も、最期まで住み慣れた地

域で安心していきいきと生活していくための、自助・互助・共助･公助による見守りと支え合あいの仕組みづくりや相

談機能の充実､介護予防等の推進が必要である。 

また、社会的弱者と称される高齢者や障がい者が、地域社会の一員として健全な社会生活を営んでいけるよう、

過疎地域においても、自立した家庭生活、社会活動を行うための円滑・安全な移動手段の確保、社会生活にかか

わりの深い公共的施設の整備等において、高齢者や障がい者にやさしいまちづくりを推進していく。 

 

（２） 現況と問題点 

 

ア 子育て支援 

本町では、もがみすこやか子どもプランや最上町幼児教育課程等の実践により、児童の保健と福祉の向上を

図っているが、核家族やひとり親家庭の増加、少子化の進行、女性の就労機会の増加による保育需要の低年齢

化と増加、子育て世代における子育てに対しての不安やストレス等の増加等が近年の変化として顕著化してい

る。また、子ども自身における変化として、少子化により一人遊びによる人間関係の希薄化や体力・運動能力の

低下があげられる。このため、子育てへの精神的、経済的不安、さらには妊娠、出産による育児と仕事の両立へ

の不安等の解消にむけて、行政と地域・関係機関・団体との連携を密にし、妊娠・出産・育児の切れ目のない包

括的な支援の取組みを強化することが求められている。また、施設の環境面においては、老朽化による対策も

必要となっており、計画性をもって施設の長寿命化を図っていかなければならない。 

本町では、幼児保育と幼児教育の一元化にむけた指針「最上町幼児教育課程」を策定し、幼保の円滑な接続

に向けた育ちと学びの連続性を意識した本町独自の取組みを行っている。また、平成21年度に「最上町次世代

育成支援対策後期行動計画」を策定し、平成 26年度に第 1次「もがみすこやか子どもプラン」を策定し、現在は

第３次となる「もがみすこやか子どもプラン」に継承している。 

令和４年に「最上町子育ち憲章」を制定し、子育て環境や教育環境が整った地域社会の実現を目指し、町民

総参加による子育ち・子育てのまちづくりを推進する。 

本町では幼児数に応じた施設の整理、統合を進め、令和 2年度より認定こども園 1施設、保育所１施設の計２

つの公立施設を置き、幼保統一カリキュラム「最上町幼児教育課程」に則り、教育、保育が行われており、本町の
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豊かな自然と文化に直接触れる体験等を多く取り入れるなど、質の高い幼児期の教育・保育の提供に取り組ん

でいる。 

急激な少子化が進む一方、子育てに対する考え方が多様化する中、全ての子どもと子育て世帯への切れ目

ない支援と相談に対応するためのこども家庭センターを令和７年に設置した。また、平成３１年から子育て支援

センターを直営運営することで、様々な保護者のニーズに応えられる体制づくりに努めている。また、小学生が

放課後や長期休み等を友だちと一緒に過ごせる居場所として、巡回型の遊び場整備事業を展開するため令和

７年度から順次遊具、備品等を整備し、地域と連携した本町らしいこどもの居場所づくりを推進していく必要があ

る。 

さらに、ＮＰＯ団体への委託事業として実施している「放課後児童クラブ」「放課後子ども教室」についても、今

後も継続した事業推進を図っていく必要がある。 

子どもを取り巻く環境は日々変化しており、行政と地域・行政と民間団体等が連携し、支援の方法や支援範囲

の分担など、より多くの分野での連携が求められている。 

 

イ 高齢者等の保健・福祉 

保健・医療・福祉・介護の地域包括ケア拠点施設であるウエルネスプラザについては、平成６年度の事業着手

から平成 11 年度の認知症高齢者グループホーム・高齢者生活福祉センターの完成に至るまで、計画的な整備

が進められてきた経緯がある。今後も充実した施設群の活用とこれまで長年にわたり培ってきたソフト面を生かし

て、実りある高齢者保健福祉施策を実施していく必要がある。 

現状として、当町においては 2035年に 75歳以上人口がピークを迎えることから後期高齢者の単身世帯や夫

婦世帯が増え続けており、日常生活に支援が必要な高齢者に対して､自立した在宅生活を継続できるよう生活

援助を行い、要介護状態への進行及び、要介護状態の悪化の防止が必要である。地域ぐるみでサロン活動を

はじめとした見守り活動や身近な相談機能の充実、百歳体操などの介護予防の推進が必要であるため、医療・

保健・福祉関係団体はもとより、公民館活動や地域コミュニティ活動と連携を図りながら、地域により密着した取

組みを行っていく必要がある。 

 

ウ 障がい者福祉 

平成 18 年から三障害すべての相談窓口が市町村に一本化されてから、相談機能と施設入所等の支援を充

実してきた。さらに障害者総合支援法が制定され、制度の間となっていた特定疾患（難病）患者へと対象範囲が

拡大し、就労支援や入所者等の地域生活への移行推進が強化された。これに合わせ、受け入れ先となるサービ

ス事業所数が年々増加しており、障がい者が分け隔てられることなく個性を発揮し、社会参加できる場所が確保

され始めている。今後も引き続き、バリアフリーを念頭においた公共施設の整備・改善に力を入れ、ボランティア

活動や民間福祉活動の振興を推進していく必要がある。 

 

（３） その対策と目標 

 

ア 子育て支援 

○ 妊娠、出産、子育ての各期において行政と地域と家庭が一体となって連携し、切れ目ない支援を提供するとと

もに子どもを安心して産み育てられる環境づくりを進める。 

○ 安全安心で快適な保育環境維持のため、既存保育施設の長寿命化を図り、今後の児童数に応じて維持修繕

及び改修、除却を実施していく。 
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○安心安全に幼児の送迎を行うため、老朽化した幼児送迎用バスの更新を図る。 

○ 児童虐待等の問題対処にむけ、関係機関のネットワーク化を図る。 

○ ひとり親家庭の自立にむけた相談機能の充実を図る。 

○ 多様なニーズに応える質の高い幼児期の教育・保育の充実を図り、特別支援教育につながる早期支援のた

めの巡回相談を継続していく。 

○ 子育て世帯訪問支援事業、親子関係形成支援事業、病児保育事業事業について、町民が利用しやすい支

援が実施できる体制づくりを推進する。 

○保育を必要とする児童に安全で安心して過ごせる放課後の居場所を提供する放課後児童クラブを継続実施し

ていくとともに、地域のなかで児童が学び交流しあう環境づくりを進めていく。 

○ 巡回型の遊び場事業の地域開催を検討し、子どもが自由に遊べる屋内遊び場整備の推進を図る。 

○ 新庄最上定住自立圏形成協定に基づく生活機能の強化に係る福祉分野事業について圏域市町村と連携し

推進する。 

 

イ 高齢者等の保健・福祉 

○ 関係機関・集落地域を中心とし機能的・体系的・効率的なサービスを展開していくとともに、元気な高齢者も介

護を必要とする高齢者も共に快適な生活を送ることのできるまちづくりのための諸施策を行っていく。 

○ 地域の様々な資源を統合、ネットワーク化し、個々の高齢者の状況の変化に応じて、適切なサービス、多様

な支援を継続的かつ包括的に提供する地域包括ケアシステムを推進する。 

○ 災害時の自助・互助・共助・公助の意識向上を図り、地域での高齢者等要援護者の避難体制を支援する。 

○ 老朽化が懸念されるふれあいの里の施設について、計画的かつ適正な維持修繕及び改修を行っていく。 

○ 保健・医療・福祉・介護の地域包括ケア拠点施設であるウエルネスプラザについては、施設の長寿命化対策

を図り、維持修繕を実施していく。 

 

ウ 障がい者福祉 

○ 障がい者が住み慣れた家庭や地域で自立した生活を送れるよう地域社会の体制整備を図る。 

 

エ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

巡回型遊び場の実施回数 ― 10回 

地域ケア会議の開催数 3回 3回 

 

（４） 計  画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境の 
確保、高齢者 
等の保健及び 
福祉の向上 
及び増進 

(1)  児童福祉施設 
保育所 

児童福祉施設改修除却事業 最上町  

 
保育所における ICT化推進事業 最上町  
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巡回型屋内遊び場整備事業 最上町  

  
幼児送迎用バス更新事業 最上町  

 
(3)  高齢者福祉施設 

     その他 
ふれあいの里施設改修事業 最上町  

  ウエルネスプラザ修繕及び改修事業 最上町  

 (4) 介護老人保健施設 やすらぎ設備修繕及び改修事業 最上町  

  医療機器整備事業 最上町  

 
（7）市町村保健センター及び 
  こども家庭センター 

こども家庭センター事業 最上町  

 (8) 過疎地域持続的発展特別事業 
児童福祉 

地域子育て支援拠点事業 最上町  

  乳児等通園支援 ・ 一時預かり事業 最上町  

  病後児保育事業 最上町  

 

 

子育て医療給付事業 最上町  

 家庭保育応援給付金事業 最上町  

  入学祝金給付事業 最上町  

 高齢者・障害者福祉 認知症対策事業 最上町  

  緊急通報システム事業 最上町  

  自立支援給付事業 最上町  

  ねたきり老人等介護者激励金支給事
業 

個人 補助 

  要介護者おむつ支給事業 最上町  

  いきいきディサービス事業 最上町  

  敬老会開催事業 最上町  

  高齢者生活福祉センター運営事業 最上町  

  長寿祝金贈呈事業 最上町  
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  老人クラブ運営費補助事業 最上町  

  軽度生活支援事業 最上町  

  福祉タクシー券給付事業 最上町  

  高齢者見守り事業（ICT活用） 最上町  

 健康づくり 保健指導事業 最上町  

  健康診断事業 最上町  

  高齢者予防接種事業 最上町  

  健康ポイント事業 最上町  

  元気高齢者づくり事業 最上町  

 

 妊産婦健康診査事業 最上町  

 産後ケア事業 最上町  

 乳幼児予防接種事業 最上町  

  乳幼児健診事業 最上町  

  ふれあいの里施設運営事業 最上町  

  
ウエルネスプラザ健康福祉増進施設 
運営事業 

最上町  

 その他 民生児童委員協議会補助金交付事業 
民生児童 
委員 

補助 

  地域福祉推進事業補助金交付事業 
社会福祉
協議会 

補助 

  社会福祉協議会補助事業 
社会福祉
協議会 

補助 

  
直営診療施設等人材育成修学資金 
貸与事業 

最上町  

  骨髄ドナー助成事業 個人 補助 

  看護師育成修学資金 最上町  

  出生育児応援交付金事業 最上町 補助 
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 積立基金 子育て医療給付事業（基金積立） 最上町  

  

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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８ 医療の確保 

（１） 医療の確保の方針 

本町では、医療・保健・福祉を一体化した拠点施設｢ウエルネスプラザ｣を有しており、その施設機能を充分に発

揮させるには、町立病院のハードとソフト両面での整備が必要となっている。 

なかでも医師を始めとした医療スタッフの確保が不可欠であり、長期的な展望に立ち、計画的に進める必要があ

る。さらに、ＩＣＴ技術を活用し広域間で連携した医療機関の有機的なネットワーク化の推進を図る必要がある。 

 

（２） 現況と問題点 

全国的な医師の偏在化により地域医療における医師不足はなかなか解消されない状況が続いており、そのしわ

寄せが地域病院の勤務医に大きな負担となっている。 

また、大学病院の医局員不足により、従来まで常勤医師として大学病院医局から派遣を頂いていた外科・整形

外科については、非常勤医師で対応せざるを得ない状況となっている。 

このため、２次医療機関である県立新庄病院や３次医療機関である山形大学附属病院との医療情報ネットワーク

化をさらに推進し、連携を密にしていく必要がある。 

また、施設の老朽化に伴う整備や、機器の導入及び更新を計画的に行い、医療設備の充実を図っていく必要が

ある。 

 

（３） その対策と目標 

○ 新病院改革プランの推進及び県立新庄病院と山形大学附属病院との医療情報ネットワーク化の推進を図る。 

○ 病院施設の長寿命化を図り、維持修繕や改修を実施するとともに、医療機器の整備や計画的な更新を行って

いく。 

○ 関係施設の効率的活用を進め、各種検診体制を強化する。 

○ 臨床研修協力施設の指定と連携、接遇や意識高揚にむけた職員研修の充実を図る。 

○ 新庄最上定住自立圏形成協定に基づく生活機能の強化に係る医療分野事業について圏域市町村と連携し推

進する。 

○ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

医療人材の確保 ２人 ２人 

 

（４） 計  画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 
(１) 診療施設 
          病   院 

施設・設備の修繕及び改修事業 最上町  

  医療機器整備事業 最上町  

 (3) 過疎地域持続的発展特別事業 
自治体病院 

医療ネットワーク整備事業 最上町  
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  医師確保対策事業 最上町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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９ 教育の振興 

（１） 教育の振興の方針 

本町が目指す子どもの姿は「規範意識が高く、他者貢献のできる子ども」と「進路意識に基づく学習意欲を強く持

つ子ども」「この町を理解し、この町に将来住み続けようとする子ども」である。この目標に基づき、児童生徒の減少

に応じた教育活動のあり方旧校舎の活用について、関係機関をはじめ地域、家庭との連携を強化し、教育環境の

整備を図る。 

また、ライフスタイルの多様化や著しい社会情勢の変化にともない、住民が生涯にわたり、自らが生活するうえで

必要とされる文化的教養を高めるとともに生活課題の解決にむけた意欲的な学習活動への参加が求められている。

住民自身の自主・自発的な学習活動を可能にする環境体制づくりを進めるために、すべての行政施策と住民活動

との連携が図られた生涯学習体系を構築し、その実践をとおして郷土を支える人づくりを進めていく。 

 

（２） 現況と問題点 

 

ア 教育及び学習の振興 

基本的な人間形成を図るうえで最も重要な義務教育９年間を預かる学校の教育環境整備に寄せられる社会

的関心と期待は、年々強まるとともに多様化しており、「知・徳・体」調和のとれた学校教育を推進するには、施設

整備や教材整備とともに直接指導に携わる教員の資質向上と、これらを支援する地域と融合を図りながら、社会

全体で子どもの教育環境整備をすすめることが重要な責務と思われる。 

特に、過疎化と少子・高齢化が急速に進むなか、教育環境整備検討委員会の答申により、平成 28年度に６校

あった小学校を令和元年度末までに２校に統合した。 

学校施設整備については、最上中学校の大規模改修を平成 29 年度から３年かけて実施し、令和２年度大堀

小学校にエレベーターを増築した。また、他の施設についても計画的な修繕が必要になってきているため、長

寿命化計画を令和２年度に策定した。 

教育の内容と子ども達の成長過程の課題については、最上町の「学校教育基本方針」に５項目の教育重点を

掲げ、さらに社会教育との連携を強めながら推進している。近年、特に強く必要性が叫ばれている「いのち・心の

教育」と特別支援教育については、本町として教育支援体制の充実を一層図るよう努めている。加えて、不登校

児童生徒への対応や青少年の引きこもりの対策など、多角的な施策展開と支援体制の強化が必要である。 

さらに、本町が進める町内での幼保・小・中・高の連携教育の強化についても、また、県立新庄志誠館高等学

校最上校の魅力ある学校経営を町ぐるみで支援体制を強化していく必要がある。 

 

イ 社会教育の充実及び生涯学習の振興 

本町の集会施設は、中央公民館を中心に、大堀、向町、富沢の３箇所に地区公民館を配置し、各集落単位に

40 の分館を設置している。これらの施設については建設後相当の年数が経過し、毎年の維持修繕に多額の経

費の支出を余儀なくされている集落もあり、施設の維持や修繕等の費用については、助成制度を創設し、集落

の負担軽減に努めている。 

また、地域づくり活動についても、青少年育成団体や女性・青年層の組織育成と男女共同参画社会を目指し

た具体的な支援対策が必要であるほか、地域づくり活動に子どもたちが参画できるよう手立てを講じていかなけ

ればならない。 

スポーツの振興については、最上西公園以外にもふれあいの里、統合により閉校した小学校も含め各学校の
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体育館・グランド等も整備されており、老若男女を問わずスポーツを通した健康づくり交流や競技会等を開催し

ているが、町技であるスキーについては、スポーツ少年団等による競技人口の底辺拡大が課題となっている。 

また、西公園内の運動施設については、健康づくりとスポーツ振興を目的として運営してきたが、施設の老朽

化に伴い、令和２年度末をもって町民体育館を閉館した。今後の施設の長寿命化について計画的に検討してい

く必要がある。 

 

（３） その対策と目標 

 

ア 教育及び学習の振興 

○ 学力向上をはじめキャリア教育や特別支援教育の充実等、きめ細かで特色ある教育環境の整備を図る。 

○ 新しい教育課程に応じた施設及びＩＣＴ関係教材備品を計画的に整備する。 

○ 特別支援教育の充実を図るために、継続して各校に特別支援教育支援員を配置する。 

○ 特色ある学校づくりを目指すとともに、児童数の推移を見ながら、地域住民との話し合いを通して施設再編を

検討していく。 

○ 老朽化に伴う学校施設の長寿命化を図るため、改修工事を行うとともに、児童生徒が安心快適な教育環境で

学べるよう、バリアフリー化の整備を推進する。また、児童生徒が安心安全に通学できるようにスクールバスを更

新する。 

○ 学校・家庭・地域の協力と理解を求めながら、特別支援教育の充実など、より専門的に充実した教育相談体

制の確立と関係機関との連携強化を図る。 

○ 社会に開かれた教育課程の編成に努め、学校運営協議会の活動を中心に地域とともにある学校づくりを進

める。 

○ 教職員住宅施設の老朽化と今後の利用状況に合わせた施設の維持修繕、改修及び除却を実施していく。 

○ 食育教育を推進する中で、町産業振興施策としての「地産地消運動」に積極的に取り組むとともに、施設設備

備品（食器・運搬車両を含む）の計画的な更新を進める。 

○ 給食センター施設の長寿命化を図り、維持修繕を実施していくとともに、食物アレルギーを持つ幼児、児童に

対応するため、施設の改修を実施していく。 

○ 情報化教育や国際化・外国語教育等については、ＩＣＴ環境の整備や英語教育の充実など、時代に即応した

教育を推進する。 

○ 県立新庄志誠館高等学校最上校の魅力化推進に向けて学校と共に取り組んでいく。 

○ セミナーハウス「最上寮」の施設の維持管理・修繕を図りながら、活用や様々な支援策を地域と共に検討し教

育環境整備を進めていく。 

○ 大学等の高等教育機関との連携を強化し、キャリア教育や教職員の授業力向上に資する。 

○ 新庄最上定住自立圏形成協定に基づく生活機能の強化に係る教育分野事業について圏域市町村と連携し

推進する。 

 

イ 社会教育の充実及び生涯学習の振興 

○ 各地区集会施設、閉校小学校は施設の長寿命化を図り、耐震化工事や維持修繕を実施していくとともに、地

域づくりの拠点として自主的な活動が促進されるよう、コーディネーターや指導者の育成及び配置を図る。 

○ 西公園運動施設の長寿命化のため計画的な維持修繕と、健康づくりのためのソフト対策を充実する。 
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ウ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

児童生徒の学力向上 

（全国学力学習状況調査指標） 

小・国算平均より低い 

中・国数平均より低い 
全国平均以上 

地域と連携して教育活動を行ってい

る学校数 
３校 ３校 

 

（４） 計  画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

 
(1) 学校教育関連施設 

校 舎 向町小学校長寿命化工事 最上町  

８ 教育の振興 最上中学校バリアフリー化事業 最上町  

 最上中学校長寿命化工事 最上町  

 教育施設除却事業 最上町  

 寄宿舎 セミナーハウス最上寮整備事業 最上町  

 教職員住宅 教職員住宅施設整備事業 最上町  

 スクールバス・ボート スクールバス購入事業 最上町  

 給食施設 給食センター改修事業 最上町  

  調理室エアコン設置事業 最上町  

  厨房機器更新事業 最上町  

  コンテナ購入事業 最上町  

 (3) 集会施設、体育館等 
公民館 

公民館修繕等補助金交付事業 集 落 補助 

  公民館耐震工事 最上町  

 

 
 公民館水洗化助成事業 集 落 補助 

地区公民館整備事業 最上町  

みんなの家長寿命化事業 最上町  
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 体育施設 閉校小学校施設整備事業 最上町  

 図書館 中央公民館図書室整備事業 最上町  

 その他 西公園温水プール改修事業 最上町  

  簡易宿泊施設りんどう改修事業 最上町  

  多目的グラウンドトイレ改修事業 最上町  

 (4) 過疎地域持続的発展特別事業 
義務教育 

学校教育指導主事配置事業 最上町  

  特別支援教育支援員配置事業 最上町  

  遠距離通学対策事業 最上町  

  学力向上推進委員会委嘱事業 最上町  

  学校図書整備事業 最上町  

  キャリア教育推進事業 最上町  

  特色のある学校づくり支援事業 最上町  

  教育委員会委嘱研究校事業 最上町  

  特別支援教育推進事業 最上町  

  教育相談事業 最上町  

  英語講師招聘事業 最上町  

  就学援助事業 最上町  

  学校間交流学習委託事業 最上町  

  指導書購入事業 最上町  

  給食食器購入事業 最上町  

 

高等学校 最上校魅力化対策事業 団 体 補助 

 
生涯学習・スポーツ 中央公民館図書購入事業 最上町  

生涯学習指導員配置事業 最上町  
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 大堀地区公民館事業委託事業 最上町  

  地区公民館学級講座開設事業 最上町  

   西公園施設運営事業 最上町  

      
県縦断駅伝大会新庄・最上チーム 
強化対策事業 

最上町  

  生涯スポーツ振興対策事業 最上町  

  スポーツ事業運営委託事業 最上町  

  町スキー選手強化対策事業 最上町  

 その他 放課後児童クラブ開設事業 最上町  

  放課後子ども教室開設事業 最上町  

 基金積立 教育修学基金積立 最上町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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１０ 集落の整備 

（１） 集落の整備の方針 

本町における集落再編は、地区住民の地理的要件等における主体的な全戸移転が昭和49年から昭和52年に

かけて、作造原地区と親倉見地区において行われた。従前地区に残る農業生産施設や家屋は、現在に至り農業

経営を持続する上で有効に活用されている。 

当町の集落自治の状況は、公民館を中心に行われてきた経緯がある。さらに行政区による区長制度や自治会

組織など、集落づくりの体制は多様である。そうした中、進行する少子高齢化は、集落自治機能と地域コミュニティ

力の低下を招いており、これまでの体制による運営では維持が困難な集落もでてきている。いきいきとした活力あ

る集落づくりを推進するためには、複数集落での自治機能の連携強化の推進が必要である。 

また、高齢者の見守りや防犯、災害時対応、農地・山林を主とする環境を持続させるには、集落間の連携を更に

深め、安心と生きがいをもって暮らせる地域づくりを多様な視点から探求しなければならない。その効果的な対策

の一環として、ＮＰＯやボランティア組織、地域コミュニティ推進会議や集落支援員の活躍も有力な担い手として期

待されるものである。 

 

（２） 現況と問題点 

本町は、大きく分けて３つの旧中学校区があり、向町地区を中心に、西が大堀地区、東が富沢地区として、併せ

て４４の集落で形成されている。その規模は最大 152 戸、最小 13 戸と戸数差があり、一律的な支援制度では負担

の公平性を保つことが難しくなってきている。加えて、組織の運営においても多種多様な課題を抱えており、担い

手不足や高齢者世帯の見守りなど、地区毎に集落支援員を配置し、活動の支援を行っている。 

また、地域住民活動の場として、３地区公民館と各集落に 40 の分館を町が設置し、地域づくりの拠点として展開

される活動について町が支援を行っている。地域課題や町民ニーズが多様化・複雑化する中で、伝統文化の継承

や住民福祉の増進と活力ある地域社会の充実を図るため、地域づくりの基盤となる地区単位のコミュニティ組織に

対し、自主的・主体的な活動を推進することを目的に支援を行っている。 

さらに、集落に点在する空き家について、定住促進の住宅資源として活用する等の環境整備が若者層の町外

への流出をくい止めるとともに、移住者に対する支援にもつながることから、さらに充実していく必要がある。 

 

（３） その対策と目標 

○ 住民自治を重視した協働体制の確立を目指し、地域別計画を策定する。 

○ 協働のまちづくり推進交付金事業を推進し、集落自治の連携と活性化を図る。 

○ 地域間連携推進交付金事業を推進し、地域コミュニティ推進会議の活動を支援する。 

○ まちづくりにおいて重要な担い手を、多角的な視点から積極的に育成していく。 

○ 分譲地や若者向け住宅の整備などを検討推進し、若者の定住促進を図る。 

○ 既存の定住促進空き家活用住宅の維持修繕と新たな定住促進空き家活用住宅の整備を促進し、移住定住を

図り、集落の活性化を推進していく。 

○ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

行政と地域団体・NPO 等の協働事

業数 
17事業 20事業 

専門家・集落支援員等による地域 － ４件/年 
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伴走支援実施地区数 

 

（４） 計  画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整備 (1) 過疎地域集落再編整備 空き家改修活用事業 最上町  

 (2) 過疎地域持続的発展特別事業 
集落整備 

まちづくり出前講座・懇談会開催事業 最上町  

  集落支援員配置事業 最上町  

  協働のまちづくり推進交付金事業 
集 落・団
体 

補助 

  地域間連携推進交付金事業 団 体 補助 

 (3) その他 若者定住環境整備事業 最上町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 
「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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１１ 地域文化の振興等 

（１） 地域文化の振興等の方針 

地域文化を振興していくには、歴史に培われた伝統文化の継承・保存と地域活動による新たな文化の創造が不

可欠である。 

本町には古くから独自の文化が発展し、有形あるいは無形の文化財が数多く今日に伝えられ、広く町民に親し

まれている。重要文化財の旧有路家住宅（封人の家）をはじめ国・県及び町の指定文化財は合わせて 15件を数え

るほか、指定外においても貴重な文化財は少なくない。また、小国馬産、小国大工、おくのほそ道などに関係する

歴史と文化遺産も数多く、今後も永く万全の体制で保存・継承し、なお一層の活用を図っていく必要がある。 

また、自然や歴史、民俗、芸術文化等の幅広い分野にわたり、関連する資料の収集や保存、展示用施設の整備

を図るとともに、鑑賞機会の充実、指導者の養成、実践団体・グループへの活動支援、情報提供体制の整備等に

ついても、積極的に施策を展開していく。 

新たな文化の創造の面では、特に青少年や若者層を主体にした活動を積極的に支援し、文化を通した世代間

や地域間、自治体間での交流を活発化させ、これを地域活性化の原動力となるように取組んでいく。 

 

（２） 現況と問題点 

本町では、芸術文化団体の育成・支援を図るとともに、優れた芸術文化に直接的にふれる機会の創出を重点的

に取り組んでいるが、担い手者の高齢化と減少化が進行し、大半の芸術文化団体が後継者不足の課題を抱えて

いる。  

文化財保護の面では、良好な状態で保存されており、今後も良好な状態を保ち後世に引き継いでいくことが必

要である。また、観光資源としての位置づけにもなる「おくのほそ道」関連の「封人の家」、「山刀伐峠」に加え、「堺

田分水嶺」については、町内外からの関心も高く、今後も維持保全に力点を置く必要がある。 

本町での伝統芸能は歴史の浅いものがほとんどであるが、富山観音太鼓や黒沢の餅つき唄など数多くの伝統

芸能が住民に愛され、地域を単位とした文化継承活動が積極的に行われている。これに対し、積極的な支援を行

い、各種の機会を通して町民の芸術文化水準の向上を図っていくとともに、俳句の普及にむけた工夫や音楽文化

の創造、広がりを図る基盤整備を地域の活性化と連動させていく必要がある。 

さらに、活発な地域活動を促していく上で、積極的な住民参加は不可欠なものとなっており、行動力ある住民の

人材育成を図ることが、地域文化の醸成を大きく促すと考えられる。そのためにも各種の住民活動を各地区の狭い

範囲で終わらせることなく、互いの活動に連携を持たせ、住民の視野を地域から町全体にまで広げていくような施

策が必要とされている。 

 

（３） その対策と目標 

○ 文化振興施設の維持修繕や文化財の恒久的な保存を図るとともに、その活用を通して住民の郷土意識の深

化と醸成を促す。 

○ 地域に根ざした伝統文化の継承活動と、音楽文化等の創造活動を推進する。 

○ 芸術文化関係の各種情報と鑑賞機会の提供を通して、町民の芸術文化に対する関心を高めるとともに、町の

文化水準の向上を図る。 

○ 音楽文化を創造する基盤づくりとして地域の活性化を図り、生涯学習や生涯スポーツの推進などを進め、住

民団体への活動支援を行うなど、活力ある住民育成のための施策を行う。 

○ 自然現況調査で明らかになった、希少な動植物の保全に努めていく。 
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○ 歴史・民族資料の整理と展示施設の整備を進める。 

○ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

最上町芸術文化団体協議会加盟団

体数 
21件 24件 

 

（４） 計   画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１０ 地域文化の 
振興等 

(1) 地域文化振興施設等 
地域文化振興施設 

文化財保護事業 最上町  

  封人の家修繕事業 最上町  

  富山馬頭観音保存修理事業 団 体 補助 

  民具等保存整備事業 最上町  

 (2) 過疎地域持続的発展特別事業 
地域文化振興 

封人の家管理事業 最上町  

  天然記念物維持保事業 最上町  

  最上町俳句大会開催事業 最上町  

  歴史の道維持管理事業 最上町  

  山形ふるさと塾事業 最上町  

  ふれあい文化振興事業 最上町  

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 
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１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１） 再生可能エネルギーの利用推進の方針 

本町では、平成 25 年３月に「最上町スマートコミュニティ構想」を策定し、災害に強い自立分散型の再生可能エ

ネルギーの活用と持続可能な循環型の地域社会の形成を推進し、平成 27 年には、「最上町バイオマス産業都市

構想」を策定し、豊富な森林資源をはじめとした地域の特性にあったバイオマスを活用した産業創出を軸とした地

域循環型バイオマスエネルギーの強化を図り、環境にやさしいまちづくりと地域の雇用創出や活性化促進を目指

している。 

本町は、町土の８割を超える豊富な森林資源を有しており、木質バイオマスの利活用に関する一貫したシステム

を構築しており、森林の適正な管理作業としての間伐促進から収集・運搬・エネルギー利用までを地域バイオマス

エネルギー利用システムとして稼働し、保健・医療・福祉・介護の複合施設であるウエルネスプラザをはじめとした

町内施設において木質バイオマスエネルギーの供給を実践している。 

今後は各種構想や計画のさらなる推進により、バイオマス利用の多様化を検討しながら、町にふさわしいバイオ

マス産業の創出とエネルギーの地産地消などによる環境に配慮した持続可能なまちづくりを実践していく。 

 

 （２） 現況と問題点 

第４次最上町総合計画において、地球温暖化防止対策推進事業に取り組むことを示し、平成 25 年３月 に策定

した「スマートコミュニティ構想」の中においてスマートコミュニティの実現が地球温暖化の解決策に繋がるとし、

2020 年までに年間エネルギー消費量に対してエネルギー効率を 20％高め、積極的に再生可能エネルギーの比

率を20％に高める最上町スマートトリプル 20の目標を設定、平成27年に策定した「最上町バイオマス産業都市構

想」では、バイオマス産業都市プロジェクトを推進してきた。また、「地球温暖化対策の推進に関する条例」に基づ

き、具体的かつ効果的な方策を協議、実施する場として「最上町地球温暖化対策協議会」を設置し、平成 29年３月

に最上町地球温暖化対策実行計画を策定し、2030 年度における温室効果ガスの削減目標を 2013 年度比率で

39.4％削減、基準年度以外の先導的取組も含めると 62％削減を目標と設定している。 

 

 （３） その対策と目標 

○ 最上町スマートコミュニティ構想の更なる推進を目指す。 

○ 最上町バイオマス産業都市構想の更なる推進を目指す。 

○ 最上町地球温暖化対策実行計画の更なる推進を目指す。 

○ 各種計画・構想内に最上町内における今後の再生可能エネルギーの取り組み、展開、目標等が網羅されて

いるため、これら３種の計画・構想の更なる推進により再生可能エネルギー活用による災害に強く持続可能なま

ちづくりを目指す。 

○ 安定的なエネルギー供給を持続させるため、バイオマスエネルギー供給施設の維持修繕を図る。 

○ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

再生可能エネルギー導入量の累計 220㎾ 1,595㎾ 

住宅・事務所への省エネ・再エネ設

備導入件数累計 
44件 100件 
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（４） 計 画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１１ 再生可能 
エネルギーの 
利用の推進 

（1） 再生可能エネルギー利用施設 
ウエルネスタウン木質バイオマスエネ
ルギー事業 最上町  

（2） 過疎地域持続的発展特別事業 
再生可能エネルギー利用 

若者定住環境モデルタウン 
木質バイオマスエネルギー事業 

最上町  

  バイオマスエネルギー実践事業 最上町  

  
エネルギー利用効率化推進事業 
補助金交付事業 

個人・団体 補助 

  地域経済循環創造事業交付金 団 体 補助 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

「最上町公共施設等総合管理計画」及び「最上町個別施設計画」と整合を図り、適切に事業を実施する。 

  



－ 66 － 

１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１） 現況と問題点 

本町全域の美化の推進及び美観形成を行い、良好な生活環境の実現に資することを目的として、「最上町美化

推進及び美観の保護に関する条例」を制定し、恵まれた自然風土を生かすとともに、町民総ぐるみで地域の魅力

を生かした景観づくり等、豊かな自然環境を創造するための活動が行われている。これらを継続し、環境美化を一

層推進するため、引き続き町民や地域と一体的に活動を展開させ、環境を保全する必要がある。 

また、町内の空き家は年々増加傾向にあり、町外の移住希望者などからのニーズはあるものの、権利関係が未

整理であったり、長年放置されたことによる劣化が進んでいたりと、多くの物件が売買・賃貸までたどり着かない状

態となっている。所有者等による適正管理がなされないことで、防犯・防災、環境衛生、景観上の諸問題が深刻化

する恐れがあり、危険空き家の除却の促進が求められる。 

 

（２） その対策と目標 

○ 良好な生活環境の保全を目指す 

○ 豊かな自然環境の保護を目指す。 

○ 空き家の適正管理を促すとともに、危険空き家の除却を推進していく。 

○ 地域の持続的発展のための分野別目標 

目 標 名 現 状 値 （令和６年度） 目 標 値 （令和 12年度） 

不法投棄物の発生量 420ｋｇ／年 200ｋｇ／年 

空き家・空き地バンク成約件数 ３件/年 ５件/年 

 

（３） 計 画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１２  その他 
地域の持続的 
発展に関し 
必要な事項 

（1） 過疎地域持続的発展特別事業 環境保全対策事業 最上町  

 空き家除却補助金交付事業 個 人 補助 
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  事業計画（令和８年度～令和 12年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 
施策区分 

事業名（施設名） 
過疎地域自立促進特別事業 

事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・ 
地域間交流の 
促進、人材育成 

移住・定住 地域おこし協力隊配置事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 定住・移住支援事業 民間 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  定住促進空き家活用事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  空き家・空き地バンク事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  ＵＪＩターン支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  結婚支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 地域間交流 関係人口創出事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  友好都市事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  100万人交流友好会員制度推進事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  最上町絆大使交流事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  前森高原サマーフェスティバル 
支援事業 

最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  関東圏交流事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  仙台圏交流事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 人材育成 もがみ人財育成塾事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  まちづくり担い手育成事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

２ 産業の振興 第１次産業 経営所得安定対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  農業経営基盤強化促進事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  未来を育む農業担い手育成支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  多様な農業経営体組織化推進事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  
担い手経営支援利子補給事業 最上町 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  新規就農者育成総合対策支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
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  新規就農者育成支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

   
機構集積協力金交付事業 最上町 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  
農地集積・集約化対策推進交付金事業 最上町 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  農業振興育成対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  畜産振興事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  畜産・酪農収益力強化整備等特別対策
事業 （畜産クラスター事業） 

個人・団体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  畜産生産持続強化支援事業 個人・団体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  採草・放牧事業（機械・施設整備含む） 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  園芸やまがた産地発展サポート事業 団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  園芸産地生産基盤パワーアップ 
支援事業 

団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  いきいきハウス活用事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  中山間地域等直接支払交付金事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  多面的機能支払交付金事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  環境保全型農業直接支払交付金事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  鳥獣被害防止総合対策交付金事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  有害鳥獣被害対策推進事業 個人・団体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  魅力ある米づくり推進事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  ソバ消費拡大事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  ソバ収穫調整受託事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  地産地消推進事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  内水面漁業等振興事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  森林整備地域活動支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
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  緑環境保全事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  山の幸振興対策事業 個人・団体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  森林保全推進事業 
最上町 
個人・団体 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  農山漁村活性化交付金事業 
最上町 
個人・団体 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 商工業・6次産業化 特産品開発支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  名古屋アンテナショップ整備委託事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  おいしい最上販路開拓事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  勤労者生活安定資金貸付事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  商工業振興補助金交付事業 商工会 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  信用保証協会保証料給付事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
 

 中小企業運転資金利子補給事業 団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  もがみ人材育成事業 個 人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  魅力ある地域資源活用創出事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  雇用創出支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  産直施設活性化事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 観 光 最上町観光協会補助金交付事業 観光協会 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  観光宣伝・誘客事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  教育旅行誘致事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  国際交流観光推進事業 団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  各種観光団体活動支援事業 団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  旅行地周辺道路沿い整備事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  登山道整備事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
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  道の駅運営事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  前森高原施設運営事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  赤倉温泉スキー場運営事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  内水面観光振興事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 企業誘致 企業立地促進事業 個人・団体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  企業誘致促進奨励事業 団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 その他 地籍調査事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 基金積立 森林環境譲与税基金積立 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

３ 地域における 
情報化 

情報化 
デジタルトランスフォーメーション 
推進事業 

最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

４ 交通施設の 
整備、交通手段 
の確保 

公共交通 町道除雪事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 道路橋長寿命化調査事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  舗装長寿命化調査事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  
予約制乗合バス 
運行管理事業 

最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  予約制乗合バス購入事業  最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

５ 生活環境の整備 生 活 新築住宅支援事業 個 人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  最上町住宅リフォーム支援事業 個 人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  木造住宅耐震診断改修支援事業 個 人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  克雪化住宅支援事業 個 人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  公営住宅長寿命化計画策定事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  雪対策総合交付金事業 個 人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  
雪国の生活にやさしいまちづくり 
支援事業 

社会福祉 

協議会 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 環 境 ごみ減量化促進対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
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  最上広域衛生施設設備更新事業 
最上広域市
町村圏事務
組合 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 防災・防犯 消防団員安全装備品整備事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  自主防災組織育成事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  地域防災リーダー育成事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 基金積立 公共施設等適正管理基金積立 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

６ 子育て環境の 
確保、高齢者等の 
保健及び福祉の 
向上及び増進 

児童福祉 地域子育て支援拠点事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  乳児等通園支援 ・ 一時預かり事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  病後児保育事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  子育て医療給付事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  家庭保育応援給付金事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  入学祝金給付事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 高齢者・障害者福祉 認知症対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  緊急通報システム事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  自立支援給付事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  ねたきり老人等介護者激励金支給事業 個 人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  要介護者おむつ支給事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  いきいきディサービス事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  敬老会開催事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  高齢者生活福祉センター運営事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  長寿祝金贈呈事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  老人クラブ運営費補助事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  軽度生活支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
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  福祉タクシー券給付事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  高齢者見守り事業（ICT活用） 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 健康づくり 保健指導事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  健康診断事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  高齢者予防接種事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  健康ポイント事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  元気高齢者づくり事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  妊産婦健康診査事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  産後ケア事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  乳幼児予防接種事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  乳幼児予防接種事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  乳幼児健診事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  ふれあいの里施設運営事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  ウエルネスプラザ健康福祉増進施設 
運営事業 

最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 その他 民生児童委員協議会補助金交付事業 
民生児童 
委員 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  地域福祉推進事業補助金交付事業 
社会福祉協
議会 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  社会福祉協議会補助事業 
社会福祉協
議会 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  直営診療施設等人材育成修学資金 
貸与事業 

最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  骨髄ドナー助成事業 個人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  看護師育成修学資金 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  出生育児応援交付金事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 積立基金 子育て医療給付事業（基金積立） 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
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７ 医療の確保 自治体病院 医療ネットワーク整備事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  医師確保対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

８ 教育の振興 義務教育 学校教育指導主事配置事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  特別支援教育支援員配置事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  遠距離通学対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  学力向上推進委員会委嘱事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  学校図書整備事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  キャリア教育推進事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  特色のある学校づくり支援事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  教育委員会委嘱研究校事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  特別支援教育推進事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  教育相談事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  英語講師招聘事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  就学援助事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  学校間交流学習委託事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  指導書購入事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  給食食器購入事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 高等学校 最上校魅力化対策事業 団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 生涯学習・スポーツ 中央公民館図書購入事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  生涯学習指導員配置事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  大堀地区公民館事業委託事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  地区公民館学級講座開設事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
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  西公園施設運営事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  
県縦断駅伝大会新庄・最上チーム 
強化対策事業 

最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  生涯スポーツ振興対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  スポーツ事業運営委託事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  町スキー選手強化対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 その他 放課後児童クラブ開設事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  放課後子ども教室開設事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 基金積立 教育修学基金積立 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

９ 集落の整備 集落整備 まちづくり出前講座・懇談会開催事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  集落支援員配置事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  協働のまちづくり推進交付金事業 
集 落・団
体 

当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  地域間連携推進交付金事業 団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

１０ 地域文化の 
振興等 

地域文化振興 封人の家管理事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  天然記念物維持保事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  最上町俳句大会開催事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  歴史の道維持管理事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  山形ふるさと塾事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  ふれあい文化振興事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

１１ 再生可能 
エネルギーの 
利用の推進 

再生可能エネルギー利用 
若者定住環境モデルタウン 
木質バイオマスエネルギー事業 

最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 バイオマスエネルギー実践事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  
エネルギー利用効率化推進事業 
補助金交付事業 

個人・団体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

  地域経済循環創造事業交付金 団 体 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 
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１２ その他地域の 
持続的発展に 
関し必要な事項 

 環境保全対策事業 最上町 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 空き家除却補助金交付事業 個 人 
当該施策の効果

が将来に及ぶ 

 

 


